
【様式２】

(府省名：農林水産省）

氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

1

北陸本線春江・丸岡間１
１７ｋ７７７ｍ付近用水管
線路下横断新設工事
場所：北陸本線春江・丸
岡間
期間：平成22年4月16日
から平成22年8月31日ま
で
種別：土木一式

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月16日
西日本旅客鉄
道株式会社
金沢支社

石川県金沢市
高柳町9-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（その他）

7,977,000 7,977,000 100.0% －

  本工事は、春江北部用水路建設工事
において、農業用水管がＪＲ北陸本線の
軌道敷地内を横過するため、その施工
前、施工中、施工後に軌道監視及び整
備を委託するものである。実施内容につ
いては、軌道の変位（架線・通信設備を
含む）を監視し、変位量が鉄道事業者の
定めた基準値を超えた場合に、運行す
る車両に徐行運転や非常停止をさせる
等の措置を速やかにおこなうこととなる
が、軌道・車両等を所有しＪＲ北陸本線
を運行管理しているのは西日本旅客鉄
道（株）金沢支社のみであることから、契
約の性質が競争を許さないため随意契
約を行う。

－ －

2

坂井北部地区中央幹線
用水路漏水要因調査工
事
福井県あわら市井江葭
地内
平成22年4月2日から平
成23年5月14日まで
土木一式

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局西北陸
土地改良調査管理
事務所次長
新田　夏一郎

石川県小松市
園町ホ85-1

平成22年4月2日
株式会社グ
リーンシェル
ター

福井県坂井市
丸岡町小黒70
号6番地1

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

7,287,000 6,825,000 93.7% －
漏水事故が発生した事により、緊急か
つ短期間の契約手続き及び復旧が必要
だったため

③イ －

3

深沢地区地すべり監視
業務
(秋田県大館市大茂内外
2大茂内沢外2国有林114
林班）
平成22年4月1日～平成
22年5月31日
監視業務

分任支出負担行為
担当官
米代東部森林管理
署長
小野順一郎

秋田県大館市
上代野字中岱
3-23

平成22年4月1日
三菱マテリアル
テクノ株式会社
秋田支店

秋田県秋田市
茨島2丁目8番
28号

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,372,350 1,344,000 97.9% －

融雪による大規模な地滑りが発生して
おり、動態把握とともに、地域住民の迅
速な避難対応を行う必要があるため緊
急に契約を行わなければならない。

③イ －

4

治山災害復旧調査業務
請負契約
鹿児島県阿久根市田代
鹿倉地区
平成22年6月4日～平成
22年6月14日
測量設計

支出負担行為担当
官
九州森林管理局長
沖修司

熊本県熊本市
京町本丁2-7

平成22年6月4日
株式会社森林
総合企画

熊本県熊本市
東野4丁目6-3

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,209,600 924,000 76.3% －

集中豪雤により山腹崩壊及び幹線林道
の決壊が発生し、通行の安全を確保す
るため早急な復旧を必要とすることか
ら、緊急に調査設計を実施するため。

③イ －

5

迫川上流・荒砥沢ダム災
害復旧事業調整池造成
（その２）工事

宮城県栗原市築館字富
根岸前地内他

平成22年4月26日から平
成23年3月25日

ため池

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤憲雄

仙台市青葉区
本町３－１－１

平成22年4月23日

清水建設
（株）・（株）竹
中土木迫川上
流・荒砥沢ダム
災害復旧事業
調整池造成（そ
の１）工事特定
建設共同企業
体

仙台市青葉区
木町通一丁目
４番７号
代表者
清水建設（株）

会計法第２
９条の３第４
項

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）

3,016,177,500 3,013,500,000 99.9% －

本工事は前工事と後工事の施工者が異
なる場合、かし担保責任の範囲が不明
確となる等密接不可分な関係にあり、一
貫した施工が技術的に必要とされること
から、会計法第２９条の３第４項の規定
に基づき、前工事施工者と随意契約を
おこなうものである。

③ロ －

平成２３年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考
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6

隇戸川農業水利事業
施設復旧保全工事
福島県白河市大信下新
城字池下地内他
平成22年4月1日から平
成22年4月30日まで
土木一式工事

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日
株式会社　平
成工業

福島県西白河
郡矢吹町五本
松32-2

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

9,082,500 9,030,000 99.4% －

通水試験中に市道から漏水が発生し、
当該箇所の開削工事を施工したことに
より管及び管周辺の状態を熟知してい
る業者に本工事を施工させることが本
工事を安全・確実に完了させるために最
善であるから

③ロ －

7

西諸（一期）農業水利事
業浜ノ瀩ダム第三期建
設工事
宮崎県小林市須木鳥田
町地内及び東方地内
H22.5.28～H24.3.7
土木工事

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年5月28日
清水建設株式
会社　九州支
店

福岡県福岡市
中央区渡辺通
3-6-11

予決令第１
０２条の４第
４号（イ）（有
利随意契
約）

1,068,805,500 1,065,750,000 99.7% －

浜ノ瀩ダム建設工事は、平成20年度契
約の浜ノ瀩ダム第二期建設工事（以下
「前工事」）を施工中で、本工事は前工
事に引き続き施工するものであるため。

③ロ －

8

2158林班災害復旧設計
業務及び実施測量
苫前郡苫前町古丹別
契約締結日の翌日から
平成22年8月13日まで
融雪災害を受けた路盤
工（法面等）の復旧設計

分任支出負担行為
担当官
留萌单部森林管理
署長
金井正典

留萌市沖見町
2丁目71-1

平成22年6月7日
株式会社北海
道森林土木コ
ンサルタント

旭川市神楽4
条13丁目7-7

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

2,894,850 2,782,500 96.1% －
融雪災害の概況と復旧所要額を早急に
把握する必要があるため。

③イ －

9

三区川向災害復旧調査
業務
紋別郡滝上町滝西
契約締結日の翌日から
平成22年8月13日まで
地すべり災害地の状況
把握調査

分任支出負担行為
担当官
網走西部森林管理
署西紋別支署長
涌井賢一

紋別郡滝上町
字滝上字滝ノ
上原野3線北1
番地

平成22年6月24日
国土防災技術
北海道株式会
社

札幌市中央区
北3条東3丁目
1番地30

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,417,500 1,050,000 74.0% －
地すべり災害地の状況を早急に把握す
る必要があるため。

③イ －

10
行政文書ファイル管理シ
ステム電子計算機賃貸
借

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目2番1号

平成22年4月1日
東京センチュ
リーリース株式
会社

東京都港区浜
松町2-4-1

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

- 1,523,964 － －

新システム導入間近であることから、旧
システムを賃貸借期間終了後も継続契
約した方が新規契約とするよりも安価で
あるため

③ロ －

11 官報公告等掲載業務

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿
国有林野事業特別
会計支出負担行為
担当官林野庁長官
島田泰助
森林保険特別会計
支出負担行為担当
官林野庁長官島田
泰助
水産庁一般会計支
出負担行為担当官
水産庁長官町田勝
弘

東京都千代田
区霞が関一丁
目2番1号

平成22年4月1日
（独）国立印刷
局

東京都港区虎
ノ門2-2-4

会計法第２
９条の３第４
項
（官報等の
印刷等）

- 1行735円ほか － -

官報を発行しているのは、（独）国立印
刷局以外になく、競争を許さないため。

①ハ
連名契約
卖価契約

12
著作物に関する複写使
用料の支払契約（北海道
新聞）

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目2番1号

平成22年4月1日
(株)北海道新
聞

札幌市中央区
大通西3-6

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

- 1,437,660 － -

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －

13
著作物に関する複写使
用料の支払契約（朝日新
聞）

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目2番1号

平成22年4月1日

株式会社朝日
新聞社データ
ベース事業セ
ンター

東京都中央区
築地5-3-2

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

- 1,297,800 － -

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －
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14
著作物に関する複写使
用料の支払契約（西日本
新聞）

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目2番1号

平成22年4月1日
株式会社西日
本新聞社

福岡市中央区
天神1-4-1

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

- 1,008,000 － -

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －

15

農林水産省が保管する
口蹄疫不活化濃縮抗原
製剤化及び通関・運送業
務

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目2番1号

平成22年5月19日
ＭＥＲＩＡＬ　ＳＡ
Ｓ

２９Ａｖｅｎｕｅ　Ｔ
ｏｎｙ　Ｇａｒｎｉｅｒ
Ｌｙｏｎ　Ｆｒａｎｃ
ｅ

会計法第２
９条の３第４
項
（緊急随意
契約）

- 36,373,460 － -
できる限り早期に業務を実施する必要
があるため

③イ －

16
口蹄疫不活化濃縮抗原
保管業務

支出負担行為担当
官　農林水産省大
臣官房経理課長
石田　寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成22年6月18日
(株)インター
ベット

大阪府大阪市
中央区平野町
２－３－７

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

－ 1,899,450 － －
できる限り早期に業務を実施する必
要があるため

③イ －

17 NHK放送受信料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 日本放送協会
東京都渋谷区
神单2-2-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 4,061,535 － －
放送法の規定により契約の相手方が１
に限られるため

①イ（イ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

18 電話料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
東日本電信電
話株式会社 東
京支店

埻玉県さいた
ま市浦和区
針ヶ谷4-2-20

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 15,617,576 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

19 電話料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
西日本電信電
話株式会社 大
阪支店

大阪府大阪市
生野区勝山单
2-2-15

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,700,028 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

20 後納郵便料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
郵政事業株式
会社

東京都千代田
区霞が関1-3-
2

会計法第２
９条の３第４
項（後納郵
便）

－ 38,918,670 － －
郵便に関する料金（信書に係るもので
あって料金を後納するもの）

①ニ（ハ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

21 水道料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 東京都水道局
東京都千代田
区内神田2-1-
12

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 42,991,665 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

22 ガス料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
東京ガス株式
会社

東京都港区海
岸１－５－２０

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 4,583,439 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

23 電話料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日

NTTコミュニ
ケーションズ株
式会社リビング
カスタマセンタ

福岡県福岡市
博多区寿町3-
6-6

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 38,782,533 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ）

契約金額は
年間支払い
見込額であ
る

24 霞ヶ関WAN利用料金

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
社団法人行政
情報システム
研究所

東京都千代田
区日比谷公園
1-3

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 68,959,800 － －
契約の性質又は目的からサービスを
提供できるものが１に限られるた
め。

①ニ（ロ）に
準ずるもの

－

25 BODサービス料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
株式会社衛星
ネットワーク

東京都港区赤
坂2-17-22

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 18,118,800 － －
契約の性質又は目的からサービスを
提供できるものが１に限られるた
め。

①ニ（ロ）に
準ずるもの

－

26
独立行政法人家畜改良
センター長野牧場の宿舎
用地土地賃貸借料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関１－2
－１

平成22年4月1日 長野県
長野県長野市
大字单長野字
幅下692-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,331,620 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場
合に該当するため

①ロ －

27
西合志宿舎敷地賃貸借
料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関１－2
－１

平成22年4月1日 熊本県
熊本県熊本市
水前寺６－18
－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 21,344,298 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場合
に該当するため

①ロ －
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28 美咲宿舎敷地賃貸料

支出負担行為担当
官農林水産省大臣
官房経理課長石田
寿

東京都千代田
区霞が関１－2
－１

平成22年4月1日
北海道中央バ
ス株式会社

北海道小樽市
色内１－８－６

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,017,889 － －
特定の場所の土地・建物の賃貸契約
等、随意契約によらぜるを得ない場合
に該当するため

①ロ －

29
英語有線テレビ番組等
の映像情報の提供

支出負担行為担当
官　内閣府大臣官
房会計担当参事官
二村　二三男　支出
負担行為担当官
農林水産政策研究
所長　長　　　清

東京都千代田
区永田町１－
６－１東京都
千代田区霞が
関３－１－１

平成22年4月1日
株式会社日本
ケーブルテレビ
ジョン

東京都渋谷区
神宮前１－３
－１０

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 3,780,000 － －
通信衛星放送を利用する米国ニュース
専門局CNNの日本における総代理店で
あり、競争を許さないため

①ニ（へ）に
準ずるもの

分担契約
分担額

541,524円

30 電話料金

支出負担行為担当
官代理
東北農政局総務部
長　山本景一

仙台市青葉区
本町三丁目3-
1

平成22年4月1日
ＮＴＴコミュニケ
－ションズ株式
会社

松山市山越3-
15-15

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 2,137,181 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ） －

31 電話料金

支出負担行為担当
官代理
東北農政局総務部
長　山本景一

仙台市青葉区
本町三丁目3-
1

平成22年4月1日
東日本電信電
話株式会社宮
城支店

仙台市若林区
五橋3-2-1

会計法第２
９条の３第
４項（光熱
費等）

－ 7,788,872 － －
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ） －

32
パーソナルコンピュータ
15式ほか1点の賃貸借

支出負担行為担当
官代理
東北農政局総務部
長　山本景一

仙台市青葉区
本町三丁目3-
1

平成22年4月1日
日立キャピタル
株式会社

東京都港区西
新橋二丁目
15-12

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

－ 2,405,340 － －

「岩手・宮城内陸地震」による復旧事業
に必要な機器の賃貸借であり、国庫債
務負担行為の要求ができなかったこと
から、複数年契約を前提として契約(一
般競争）を行ったため。

③ロ －

33
小型貨物自動車2台賃貸
借

支出負担行為担当
官代理
東北農政局総務部
長　山本景一

仙台市青葉区
本町三丁目3-
1

平成22年4月1日
三菱オートリー
ス株式会社

東京都港区芝
五丁目34-7

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

－ 1,209,600 － －

「岩手・宮城内陸地震」による復旧事業
に必要な自動車の賃貸借であり、国庫
債務負担行為の要求ができなかったこ
とから、複数年契約を前提として契約
(一般競争）を行ったため。

③ロ －

34
隈戸川農業水利事業
損失補償契約

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤憲雄

仙台市青葉区
本町三丁目３
番１号

平成22年4月28日
東北電力株式
会社

仙台市青葉区
本町一丁目７
番１号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得
及び損失補償等に対して契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地
等の権利者と契約となることから、
場所及び契約相手方が限定されるも
のであるため。（会計法第29条の3第
4項）

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

35
東北農政局青森農政事
務所地域第二課八戸庁
舎土地建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局青森農政事務所
長　石塚正美　食料
安定供給特別会計
分任支出負担行為
担当官　東北農政
局青森農政事務所
長　石塚正美

青森市本町２
丁目１０－４青
森市本町２丁
目１０－４

平成22年4月1日
单部地域農業
共済組合

十和田市大字
三本木字里ノ
沢１－４７

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,838,400 － －
該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

36
鶴岡統計･情報ｾﾝﾀｰ庁
舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理
東北農政局山形農
政事務所次長佐伯
博史

山形市松波1-
3-7

平成22年4月1日 山形県鶴岡市
山形県鶴岡市
馬場町9-25

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,398,548 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －
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37
地域第一課庁舎土地賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局福島農政事務所
長　中東　一　食料
安定供給特別会計
分任支出負担行為
担当官　東北農政
局福島農政事務所
長　中東　一

福島市浜田町
１－９福島市
浜田町１－９

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,364,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

38
地域第二課庁舎土地建
物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局福島農政事務所
長　中東　一　食料
安定供給特別会計
分任支出負担行為
担当官　東北農政
局福島農政事務所
長　中東　一

福島市浜田町
１－９福島市
浜田町１－９

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第
４項（賃貸
借契約）

－ 5,496,600 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

39 庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 3,135,900 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

40 庁舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日
長瀩堰土地改
良区

青森県弘前市
大字熊嶋字亀
田169-6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 3,468,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

41
庁舎建物及び敷地賃貸
借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日
小田川土地改
良区

青森県五所川
原市金木町芦
野210-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 6,372,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

42 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,800,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

43 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 804,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

44 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,416,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

45 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

46 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日

日本管理セン
ター株式会社
代理人かしわ
や不動産

青森県つがる
市柏下古川鶴
山89-10

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,440,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

47 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 816,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

48 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,304,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －
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49 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,728,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

50 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,800,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

51 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,080,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

52 宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日
株式会社伊藤
鉱業

青森県つがる
市木造若竹13

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 4,440,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

53 宿舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野
18-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,375,248 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

54
平成22年度事務所庁舎
土地賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局北奥羽土地改良
調査管理事務所長
三浦　次雄

青森県弘前市
大字新寺町
149-2

平成22年4月1日 弘前市
青森県弘前市
大字上白銀町
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,984,934 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

55
平成22年度職員宿舎土
地賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局北奥羽土地改良
調査管理事務所長
三浦　次雄

青森県弘前市
大字新寺町
149-2

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 807,900 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

56
事務所庁舎電気供給契
約（低圧）　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局北奥羽土地改良
調査管理事務所長
三浦　次雄

青森県弘前市
大字新寺町
149-2

平成22年4月1日
東北電力株式
会社　弘前営
業所

青森県弘前市
大字本町1

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,119,209 － －

電力を供給できる所が東北電力株式
会社しかなく、競争を許さないこと
から会計法第29条の3第4項に該当す
るため。

①ニ（ロ） －

57
事務所電気使用契約１
式

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長清水
一教

盛岡市青山４
－１１－１

平成22年4月1日
東北電力株式
会社盛岡営業
所

盛岡市紺屋町
１－２５

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

― 1,028,750 － ―
他に電力を供給できる者がなく競争を許
さないため

①ニ（ロ） ―

58
宮城支所用敷地及び庁
舎等賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長清水
一教

盛岡市青山４
－１１－１

平成22年4月1日 個人情報該当 ―

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

― 3,600,000 － ―
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ ―

59 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長清水
一教

盛岡市青山４
－１１－１

平成22年4月1日 個人情報該当 ―

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

― 900,000 － ―
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ ―

60 職員宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長清水
一教

盛岡市青山４
－１１－１

平成22年4月1日 個人情報該当 ―

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

― 2,880,000 － ―
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ ―

61
最上川支所庁舎建物及
び駐車場賃貸借　　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王7-
1-3

平成22年4月1日
最上川中流土
地改良区

山形市飯沢
62-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,440,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －
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62
職員宿舎建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王7-
1-3

平成22年4月1日
株式会社トムソ
ン

秋田市八橋本
町8-21

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,548,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

63
職員宿舎建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王7-
1-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 984,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

64
職員宿舎建物賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王7-
1-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 984,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

65 庁舎敷地賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
櫻庭　光一

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,620,760 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

66 職員宿舎賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
櫻庭　光一

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,320,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

67 職員宿舎賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
櫻庭　光一

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,456,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

68
事務所電気使用契約一
式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
櫻庭　光一

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成22年4月1日

東北電力株式
会社福島営業
所

福島県福島市
置賜町２－３５

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,436,908 － －
電力を供給できる所が東北電力(株)し
かなく、競争を許さないことから会計法
第29条の3第4項に該当するため。

①ニ（ロ） －

69
管理所電気使用契約一
式

分任支出負担行為
担当官
東北農政局阿武隇
土地改良調査管理
事務所長
櫻庭　光一

福島県福島市
笹谷字稲場３
８－７

平成22年4月1日

東北電力株式
会社白河営業
所

福島県白河市
字中田２９－１

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,271,697 － －
電力を供給できる所が東北電力(株)し
かなく、競争を許さないことから会計法
第29条の3第4項に該当するため。

①ニ（ロ） －

70
いさわ单部農地整備事
業庁舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局いさわ单部農地
整備事業所長　渡
邉　富雄

岩手県奥州市
水沢区中上野
町3番2号

平成22年4月1日
胆沢平野土地
改良区

岩手県奥州市
水沢区字北田
140-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,924,804 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約のため。

①ロ －

71 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局いさわ单部農地
整備事業所長　渡
邉　富雄

岩手県奥州市
水沢区中上野
町3番2号

平成22年4月1日

積和不動産東
北株式会社
北上賃貸セン
ター

岩手県北上市
さくら通り3-1-
18

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,860,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約のた
め。

①ロ －
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72
いさわ单部農地整備事
業所庁舎電気供給契約
（低圧）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局いさわ单部農地
整備事業所長　渡
邉　富雄

岩手県奥州市
水沢区中上野
町3番2号

平成22年4月1日
東北電力株式
会社　水沢営
業所

岩手県奥州市
水沢区西町5-
27

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,313,206 － －
電気を供給できるのが東北電力
（株）しかなく、競争を許さないた
め。

①ニ（ロ） －

73
馬淵川沿岸農業水利事
業所庁舎敷地賃貸借契
約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 一戸町
岩手県二戸郡
一戸町高善寺
字大川鉢24-9

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,017,968 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

74 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,128,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

75 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,296,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

76 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,024,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

77 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,464,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

78 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,900,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

79 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,608,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

80 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局馬淵川沿岸農業
水利事業所長　江
上　博司

岩手県二戸郡
一戸町一戸字
大越田98-6

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,412,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

81
職員宿舎賃貸借契約（賃
貸借契約：平成22年4月1
日～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,734,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

82
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日

積和不動産東
北株式会社
北上賃貸セン
ター

岩手県北上市
さくら通り3-1-
18

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,744,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －
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83
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,328,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

84
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,704,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

85
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日
アベケイテック
ス有限会社

岩手県花巻市
花城町3-12

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,260,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

86
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

87

東北農政局和賀中部農
業水利事業所猿ヶ石川
農業水利事業建設所庁
舎及び駐車場賃貸借料
（賃貸借期間：平成22年4
月1日～平成23年3月31
日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日
猿ヶ石北部土
地改良区

岩手県花巻市
東和町安俵3
区19

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,610,400 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借

①ロ －

88
和賀中部農業水利事業
所庁舎電気供給契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日
東北電力株式
会社　花北営
業所

岩手県北上市
本通4-11-12

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,095,035 － －
電力を供給できる場所が東北電力株式
会社しかなく、競争を許さないため。

①ニ（ロ） －

89
職員宿舎賃貸借料（賃貸
借期間：平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局和賀中部農業水
利事業所長　宮石
幸雄

岩手県北上市
和賀町長沼6-
131-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,340,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

90
庁舎土地及び建物賃貸
借契約

分任支出負担行為
担当官代理
東北農政局中津山
農業水利事業所次
長
藤原金英

宮城県石巻市
相野谷字飯野
川町１59－１

平成22年4月1日
いしのまき農業
協同組合

宮城県石巻市
中里５－１－１
2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,980,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

91 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理
東北農政局中津山
農業水利事業所次
長
藤原金英

宮城県石巻市
相野谷字飯野
川町１５９－１

平成22年4月1日
信和物産株式
会社

宮城県石巻市
門脇２－２－１
９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

92
事業所庁舎賃貸借料
（H22.4.1～H23.3.31）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,959,040 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

93
事業所庁舎敷地及び駐
車場等用地賃貸借料
（H22.4.1～H23.3.31）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,409,572 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －
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94
事業所庁舎敷地及び駐
車場等用地賃貸借料
（H22.4.1～H23.3.31）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,240,232 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

95
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日
有限会社エス
テ－ト・ヒロ

秋田県横手市
婦気大堤字田
久保下46

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,580,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

96
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日
朝日綜合株式
会社

秋田県横手市
神明町1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,572,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

97
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,944,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

98
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,016,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

99
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 804,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

100
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,344,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

101
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日
奥山ボ－リン
グ株式会社

秋田県横手市
神明町10-39

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 876,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

102
職員宿舎賃貸借料（平成
２２年４月１日～平成２３
年３月３１日）

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日 有限会社佐乃
秋田県横手市
平和町1-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,128,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

103

電力契約(従量電灯Ｃ　2
０ｋＶＡ、低圧電力2３ｋ
Ｗ）（東北農政局平鹿平
野農業水利事業所)

分任支出負担行為
担当官
東北農政局平鹿平
野農業水利事業所
長有森正浩

秋田県横手市
大屋新町字大
平99-39

平成22年4月1日
東北電力株式
会社横手営業
所

横手市前郷二
番町11-24

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,609,045 － －

本地域において、電力を供給可能な業
者は唯一当該業者のみであることによ
り、競争を許さないことから随意契約を
結ぶものである。

①ニ（ロ） －

104
平成22年度職員宿舎（松
陽宿舎）賃貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,344,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －

105
平成22年度職員宿舎（猿
田（六）宿舎・館之内（二）
宿舎）賃貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,296,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －
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106
平成22年度職員宿舎（仲
谷地（二）宿舎）賃貸借契
約1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日
関東自動車興
業株式会社

山形県東田川
郡庄内町余目
字大塚104-1

会計法第２
９条の３第
４項（賃貸
借契約）

－ 1,104,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるため

①ロ －

107
平成22年度職員宿舎（猿
田宿舎）賃貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,056,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であるため

①ロ －

108
平成22年度職員宿舎（松
陽（四）宿舎）賃貸借契約
1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －

109
平成22年度職員宿舎（仲
谷地宿舎・月屋敷宿舎）
賃貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,544,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －

110
平成22年度庁舎敷地賃
貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日
余目町農業協
同組合

山形県東田川
郡庄内町余目
字三人谷地
172

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,353,360 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であるため

①ロ －

111 電力供給契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局最上川下流沿岸
農業水利事業所長
及川　和彦

山形県東田川
郡庄内町余目
字滑石54-1

平成22年4月1日
東北電力株式
会社

仙台市青葉区
本町一丁目7-
1

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,287,752 － －
電力を供給できるところが東北電力株
式会社しかなく、競争を許さないため

①ニ（ロ） －

112 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,148,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

113 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,980,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

114 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
置賜建設株式
会社

山形県米沢市
大字花沢387-
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,962,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

115 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,956,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

116 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,776,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

117 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
相田建設株式
会社

山形県米沢市
桜木町2-48

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,680,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －
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118 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
株式会社ラピ
スコ

東京都大田区
大森单二丁目
3-10

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,494,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

119 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
有限会社サク
ライ商事

山形県米沢市
下花沢一丁目
3-4

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため。

①ロ －

120 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,428,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

121 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
有限会社オフィ
ス大熊

山形県米沢市
春日二丁目
13-8

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 912,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

122 職員宿舎賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
有限会社エー・
エス・シー

山形県米沢市
中央七丁目5-
2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 888,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

123
事業所庁舎電力供給契
約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局米沢平野農業水
利事業所長　石川
雅一

山形県米沢市
駅前三丁目1-
19

平成22年4月1日
東北電力株式
会社　米沢営
業所

山形県米沢市
門東町三丁目
2-40

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,149,393 － －
電力を供給可能な者が当該業者のみで
あるため。

①ニ（ロ） －

124
平成22年度庁舎敷地賃
貸借料（平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日
矢吹原土地改
良区

福島県西白河
郡矢吹町曙町
377

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,237,976 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

125
平成22年度宿舎建物賃
貸借料（平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,368,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

126
平成22年度宿舎建物賃
貸借料（平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,032,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －

127
平成22年度宿舎建物賃
貸借料（平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,480,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能である賃貸借契約であ
るため

①ロ －

128
平成22年度宿舎建物賃
貸借料（平成22年4月1日
～平成23年3月31日）

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,152,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め

①ロ －
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129 事業所庁舎電力契約

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年4月1日
東北電力株式
会社白河営業
所

福島県白河市
中田29-1

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,849,049 － －
電力を供給できる所が東北電力（株）し
かなく、競争を許さないため

①ニ（ロ） －

130
直轄地すべり対策事業
地すべり対策工工事に
係る土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官
東北農政局庄内あ
さひ農地保全事業
所長
樋口　康平

山形県鶴岡市
下名川字落合
１

平成22年4月1日 個人情報該当

会計法第２
９条の３第４
項
（用地補償
契約）

－ 1,065,671 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものであるため。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

131

平成２２年度土地改良調
査計画委託事業広域農
業基盤整備管理調査「北
上地域」完了地区フォ
ローアップ調査農業状況
調査委託

分任支出負担行為
担当官東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所長清水
一教

盛岡市青山４
－１１－１

平成22年5月14日 藤沢町
岩手県東磐井
郡藤沢町藤沢
字町裏１０５

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,500,000 1,500,000 100.0% ―

この委託事業は、国営造成農地におい
て飼料作物の栽培に適した整備構想の
検討を行うため、「実証ほ」における土
壌の状況、飼料栽培に係る作業時間
等、飼料の収穫量を把握する栽培実証
試験を実施するものである。整備構想
の検討と併せて自給飼料の生産費等の
把握により、飼料自給の啓発が期待で
きる。藤沢町では、平成１９年８月に「国
営開発農地の利活用の推進に関する計
画」を策定し、平成１９年度から平成２６
年度までの８ヶ年ですべての国営造成
農地の利活用を推進することとし、具体
的な方策に関しては、毎年見直すことと
なっている。このため、本業務を適正に
実施するにあたっては、藤沢町が策定し
た「国営開発農地の利活用の推進に関
する計画」と国営造成農地の土地利用
計画とは密接な連携を図る必要があり、
本調査を実施する者は藤沢町に限定さ
れる。よって、藤沢町に委託して実施す
ることが適当と認められるため、取り決
め書を交わしている藤沢町に委託する
ものである。

①イ（ニ） ―

132

国営土地改良事業地区
調査旭川地区受益面積
等調査（单旭川水系管
内）業務委託
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王7-
1-3

平成22年5月7日
秋田県单旭川
水系土地改良
区

秋田県横手市
条里1-1-70

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,300,000 － －

本委託業務は、土地改良区が所有し、
土地改良法第29条第4項の規定により、
組合員及び事業により利害関係のある
者から閲覧の請求のあった場合拒んで
はならないとされる賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約
の相手方が法令の規定により一に定め
られているため。

①イ（イ） －

133

国営かんがい排水事業
全体実施設計田沢二期
地区土地所有状況等調
査業務委託
一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王7-
1-3

平成22年5月7日
秋田県田沢疏
水土地改良区

秋田県大仙市
大曲川原9-17

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,000,000 － －

本委託業務は、土地改良区が所有し、
土地改良法第29条第4項の規定により、
組合員及び事業により利害関係のある
者から閲覧の請求のあった場合拒んで
はならないとされる賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約
の相手方が法令の規定により一に定め
られているため。

①イ（イ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名
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契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日
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よることとし
た会計法令
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の数
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随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分
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134
平成22年度国営いさわ
单部地区換地処分等事
業委託一式

支出負担行為担当
官　東北農政局長
佐藤　憲雄

宮城県仙台市
青葉区本町3
－3－1

平成22年5月26日 岩手県知事
岩手県盛岡市
内丸10－1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

6,212,000 6,212,000 100.0% －

農林水産大臣の権限に属する事務のう
ち、施行に係る地域の全部を都道府県
の区域の一部とする事業に係るもの
は、当該都道府県知事が行うことができ
る。（法定受託事務）土地改良法第89条
の2第14条　同法施行例第51条の5

①イ（イ） －

135

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
左岸幹線用水路浜の町
区間（その１）工事に伴う
土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

136

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
左岸幹線用水路浜の町
区間（その１）工事に伴う
物件移転補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

137

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
左岸幹線用水路浜の町
区間（その１）工事に伴う
物件移転補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

138

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
左岸幹線用水路浜の町
区間（その１）工事に伴う
損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

139

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
左岸幹線用水路浜の町
区間（その１）工事に伴う
損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

140

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
東俣１号幹線用水路工
事に係る費用負担に関
する補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月3日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

141

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
西俣２号幹線用水路工
事に伴う電気通信線路
設備移転工事費用補償
金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月18日
東日本電信電
話株式会社
青森支店

青森県青森市
橋本２－１－６

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

142

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
西俣２号幹線用水路工
事に伴う電気通信線路
設備移転工事費用補償
金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月18日
東日本電信電
話株式会社
青森支店

青森県青森市
橋本２－１－６

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－
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143

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
西俣２号幹線用水路工
事に伴う電気通信線路
設備移転工事費用補償
金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月18日
東日本電信電
話株式会社
青森支店

青森県青森市
橋本２－１－６

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

144

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
岩木川統合頭首工建設
工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月29日
嶽砕石株式会
社

青森県弘前市
大字馬屋町３

会計法第２
９条の３第
４項（用地
補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

145

岩木川左岸（二期）農業
水利事業
左岸幹線用水路浜の町
区間（その１）工事に伴う
損失補償金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局津軽農業水利事
務所長　川端　正一

青森県つがる
市木造萩野１
８－７

平成22年6月29日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約となることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

146

国営土地改良事業地区
調査横手西部地区土地
所有状況等調査業務委
託　一式

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局西奥羽土地改良
調査管理事務所長
照井　敏弘

秋田市山王７
－１－３

平成22年6月7日
秋田県雄物川
筋土地改良区

秋田県横手市
平鹿町醍醐字
浅舞山１３－７
４

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,500,000 － －

本委託業務は、土地改良区が所有し、
土地改良法第29条第4項の規定により、
組合員及び事業により利害関係のある
者から閲覧の請求のあった場合拒んで
はならないとされる賦課台帳（土地原
簿）のデータを用いる必要があり、契約
の相手方が法令の規定により一に定め
られているため。

①イ（イ） －

147
隇戸川農業水利事業に
伴う費用負担金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　　大羽
泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年6月21日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- - － －

公共工事を施工する際の権利の取得
及び損失補償等に対する契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地
等の権利者と契約となることから、
場所及び契約相手方が限定されるも
のであるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

148
隇戸川農業水利事業に
伴う費用負担金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　　大羽
泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年6月21日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- - － －

公共工事を施工する際の権利の取得
及び損失補償等に対する契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地
等の権利者と契約となることから、
場所及び契約相手方が限定されるも
のであるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

149
隇戸川農業水利事業に
伴う費用負担金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　　大羽
泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年6月22日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- - － －

公共工事を施工する際の権利の取得
及び損失補償等に対する契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地
等の権利者と契約となることから、
場所及び契約相手方が限定されるも
のであるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

150
隇戸川農業水利事業に
伴う費用負担金

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　　大羽
泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年6月28日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- - － －

公共工事を施工する際の権利の取得
及び損失補償等に対する契約を行う
ものであり、工事に必要となる土地
等の権利者と契約となることから、
場所及び契約相手方が限定されるも
のであるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

151
消費・安全部地域第二課
庁舎敷地土地賃貸借
一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
皆川　芳嗣

埻玉県さいた
ま市中央区新
都心2-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,744,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行う
ことが不可能であることから場所が
限定され、供給者が一に特定される
賃貸借契約

①ロ －
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152 土地貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局　茨城農政事務
所長　市川　宣明

茨城県水戸市
北見町1-9

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は
困難を伴うため

①ロ －

153 土地貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局　茨城農政事務
所長　市川　宣明

茨城県水戸市
北見町1-9

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,324,000 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は
困難を伴うため

①ロ －

154
栃木農政事務所地域第
一課敷地賃貸借契約1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局栃木農政事務所
長　深水　秀介

栃木県宇都宮
市中央2-1-16

平成22年4月1日 栃木市長
栃木県栃木市
入舟町7-26

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,596,644 － －
庁舎敷地の継続賃貸借を行うものであ
り、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

155
静岡農政事務所地域第
二課土地賃貸借　1庁舎

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局静岡農政事務所
長　上野慶雄

静岡県静岡市
葵区東草深町
７－１８

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,702,000 － －
当該場所でなければ行政事務が不可能
であるため。

①ロ －

156
平成２２年度農業水利ｽ
ﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ
ｻｰﾊﾞ等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局利根川水系土地
改良調査管理事務
所長　上潟口　芳隆

千葉県柏市根
戸４７１－６５

平成22年4月1日
日本電子計算
機(株)

東京都千代田
区丸の内３－
４－１

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

－ 3,112,945 － －

当該物件は、平成１７年度に一般競争
入札にて設置(賃貸借）された機器であ
り、それを撤去し、他者が同様の機器を
再構築する場合には新たな機器を設置
組み立て、ソフトウェアの設定等の初期
費用が発生するため、毎年入札を実施
することは他者より賃貸借させることが
不利であり、継続使用すれば初期費用
が発生しないため価格的に有利である
こと。

③ロ －

157
職員用宿舎賃貸借料（平
成22年4月1日～平成23
年3月31日） 1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局西関東土地改良
調査管理事務所長
中里良一

静岡県菊川市
加茂2280－1

平成22年4月1日
積和不動産中
部株式会社
浜松営業所

静岡県浜松市
中区板屋町
600

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,548,400 － －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため

①ロ －

158
職員用宿舎賃貸借料（平
成22年4月1日～平成23
年3月31日） 1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局西関東土地改良
調査管理事務所長
中里良一

静岡県菊川市
加茂2280－1

平成22年4月1日 宮崎勲
静岡県菊川市
半済1302

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,144,800 － －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため

①ロ －

159

名称：平成22年度　工事
実績情報直接提供ｻｰﾋﾞ
ｽ（コリンズ）利用
数量：一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局土地改良技術事
務所長　水見　洋

埻玉県川口市
单町2-5-3

平成22年4月1日
財団法人　日
本建設情報総
合ｾﾝﾀｰ

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

1,575,000 1,575,000 100.0% －

農業農村整備事業に係る工事実績、技
術者ﾃﾞｰﾀ等の情報を持っている唯一の
機関であり、工事実績情報ｻｰﾋﾞｽに関
するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの著作権を
有している機関であるため
（財務大臣通知1(2)①ﾆ(ﾍ)

①ニ（ヘ） －

160

名称：平成22年度　企業
情報直接提供ｻｰﾋﾞｽ利
用
数量：一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局土地改良技術事
務所長　水見　洋

埻玉県川口市
单町2-5-3

平成22年4月1日
財団法人　建
設業技術者ｾﾝ
ﾀｰ

東京都千代田
区二番町3

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

2,835,000 2,835,000 100.0% －

農業農村整備事業における工事実績情
報、技術者情報、企業の経営事項審査
等の企業情報を持っている唯一の機関
であるため
（財務大臣通知1(2)①ﾆ(ﾍ)

①ニ（ヘ） －

161
名称：ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞほか賃
貸借
数量：一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局土地改良技術事
務所長　水見　洋

埻玉県川口市
单町2-5-3

平成22年4月1日
NTTﾌｧｲﾅﾝｽ株
式会社　関東
支店

さいたま市大
宮区桜木町1-
9-6

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契

934,185 934,185 100.0% －

当初導入時に一般競争入札により相手
を決定したものであり、業務の継続性及
び機器の互換性を勘案し、継続契約に
より有利な価格であるため

③ロ －

162
茂原支所庁舎賃貸借料
1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日
有限会社エフ・
エム・アイ

茂原市高師
955

会計法第２
９条の３第
４項（賃貸
借契約）

- 4,548,600 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

163 庁舎敷地賃貸借料　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日
両総土地改良
区理事長　森
英介

東金市東金
1163

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,105,376 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －
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164
佐原支所庁舎賃貸借料
1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日
香取市長　宇
井　成一

香取市佐原ロ
2127

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,065,264 － －
前年度と同じ土地の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

165
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日
有限会社さくら
ハウジング

東金市東金
429-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,649,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

166
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 6,120,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

167
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,676,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

168
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,725,600 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

169
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,075,200 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

170
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,821,600 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

171
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,524,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

172
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,593,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

173
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 816,000 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

174
建物(宿舎)賃貸借料　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局両総農業水利事
業所長　高祖　幸晴

千葉県東金市
松之郷2333

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 933,600 － －
前年度と同じ建物の契約で、移転は困
難を伴うため。

①ロ －

175

庁舎敷地に係る土地賃
貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行為
担当官
関東農政局北総中
央農業水利事業所
長
稲森　幹八

千葉県八街市
八街に456－1

平成22年4月1日 個人情報該当 ー

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,624,768 3,624,768 100.0%
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

176

建物賃貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行為
担当官
関東農政局北総中
央農業水利事業所
長
稲森　幹八

千葉県八街市
八街に456－1

平成22年4月1日
さくら管理株式
会社

千葉県佐倉市
井野1551－17

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,346,000 2,346,000 100.0%
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであ
り、供給が一に特定される契約であるた
め。

①ロ －

177

建物賃貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行為
担当官
関東農政局北総中
央農業水利事業所
長
稲森　幹八

千葉県八街市
八街に456－1

平成22年4月1日
株式会社ス
テップハウジン
グ

千葉県八街市
八街ほ230－
79

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,380,000 4,380,000 100.0%
職員宿舎の継続賃貸借を行うものであ
り、供給が一に特定される契約であるた
め。

①ロ －
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178

職員宿舎敷地に係る土
地賃貸借
（平成22年4月1日～平
成23年3月31日）
 1式

分任支出負担行為
担当官
関東農政局北総中
央農業水利事業所
長
稲森　幹八

千葉県八街市
八街に456－1

平成22年4月1日 個人情報該当 ー

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,344,000 1,344,000 100.0%

宿舎法施行規則の貸与基準に基づく物
件である職員宿舎敷地の継続賃貸借を
行うものであり、供給が一に特定される
契約であるため。

①ロ －

179

北総中央農業水利事業
平成22年度土地改良施
設の管理使用に伴う管
理経費に係る作業の委
託 1式

分任支出負担行為
担当官
関東農政局北総中
央農業水利事業所
長
稲森　幹八

千葉県八街市
八街に456－1

平成22年4月1日
北総中央用水
土地改良区

千葉県八街市
八街ほ113

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,385,000 4,385,000 100.0%

土地改良法に基づき公告を行い、農林
水産大臣の適否の決定を受けた管理者
に委託するものであり、契約の相手方
が一に定められているため。

①イ（イ） －

180
平成22年度電気料(低圧
電力) 1式

分任支出負担行為
担当官
関東農政局北総中
央農業水利事業所
長
稲森　幹八

千葉県八街市
八街に456－1

平成22年4月1日
東京電力株式
会社

千葉県成田市
花崎町822－1

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

1,500,000 1,500,000 100.0%
提供を行うことが可能な業者が１で
あるため。

①ニ（ロ） －

181
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日
香陵住販株式
会社

茨城県水戸市
单町2-4-33

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,605,000 1,605,000 100.0% －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

182
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,817,000 2,817,000 100.0% －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

183
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日
株式会社スズ
ネン

茨城県水戸市
渡里町401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

940,800 940,800 100.0% －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

184
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日
株式会社スズ
ネン

茨城県水戸市
渡里町401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,563,000 4,563,000 100.0% －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

185
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,406,000 2,406,000 100.0% －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

186
関東農政局那珂川沿岸
農業水利事業所職員宿
舎建物賃貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日
有限会社リック
ス

茨城県水戸市
元吉田町29-6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,639,080 1,639,080 100.0% －

宿舎法施行規則第１１条の貸与基準に
基づく物件である職員宿舎の継続賃貸
借を行うものであり、供給が一に特定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

187

関東農政局那珂川沿岸
農業（一期）御前山ダム
管理用受電設備等の賃
貸借　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日
株式会社アク
ティオ

東京都中央区
日本橋3-12-2

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

1,764,000 1,673,460 94.8% －

平成21年度に締結した契約について今
年度も引き続き契約するものであり、新
たな契約とした場合、現在の物件の撤
去及び新たな物件の設置費の負担が発
生することとなり効率的でないため、随
意契約を行うものである。

③ロ －

188
事業所会議室賃貸借
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局那珂川沿岸農業
水利事業所長　尾
崎　明久

茨城県水戸市
中河内町960-
1

平成22年4月1日
大和リース株
式会社　水戸
支店

茨城県水戸市
笠原町978-28

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,953,000 1,953,000 100.0% －

平成20年度に締結した契約について今
年度も引き続き契約するものであり、新
たな契約とした場合、現在の物件の撤
去及び新たな物件の設置費の負担が発
生することとなり効率的でないため、随
意契約を行うものである。

①ロ －
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189 建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行為
担当官代理　関東
農政局神流川沿岸
農業水利事業所次
長（事務担当）　西
田忠志

埻玉県本庄市
北堀1700-2

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,156,000 3,156,000 100.0% － 不動産賃貸借のため移転が困難 ①ロ －

190 建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行為
担当官代理　関東
農政局神流川沿岸
農業水利事業所次
長（事務担当）　西
田忠志

埻玉県本庄市
北堀1700-2

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,672,000 3,672,000 100.0% － 不動産賃貸借のため移転が困難 ①ロ －

191 建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行為
担当官代理　関東
農政局神流川沿岸
農業水利事業所次
長（事務担当）　西
田忠志

埻玉県本庄市
北堀1700-2

平成22年4月1日
有限会社藤井
企画

東京都港区赤
坂7-5-1-401

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

888,000 888,000 100.0% － 不動産賃貸借のため移転が困難 ①ロ －

192 建物賃貸借（宿舎）1式

分任支出負担行為
担当官代理　関東
農政局神流川沿岸
農業水利事業所次
長（事務担当）　西
田忠志

埻玉県本庄市
北堀1700-2

平成22年4月1日
有限会社ﾐﾊﾏ･
ｿｰｲﾝｸﾞ

埻玉県本庄市
小島6-5-11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,224,000 1,224,000 100.0% － 不動産賃貸借のため移転が困難 ①ロ －

193
会議室及び倉庫賃貸借1
式

分任支出負担行為
担当官代理　関東
農政局神流川沿岸
農業水利事業所次
長（事務担当）　西
田忠志

埻玉県本庄市
北堀1700-2

平成22年4月1日
竹並建設株式
会社

埻玉県本庄市
西冨田303-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

5,166,000 5,166,000 100.0% － 不動産賃貸借のため移転が困難 ①ロ －

194
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,200,000 1,200,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

195
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,080,000 1,080,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

196
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,452,000 1,452,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

197
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

852,000 852,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

198
建物等賃貸借（宿舎）
一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,804,000 3,804,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －
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199
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,980,000 4,980,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難
を伴うため。

①ロ －

200
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,464,000 1,464,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難
を伴うため。

①ロ －

201
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,712,000 2,712,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

202
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,745,000 2,745,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難
を伴うため。

①ロ －

203
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

864,000 864,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

204
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,264,000 3,264,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

205
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

864,000 864,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

206
建物賃貸借（宿舎）　一
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,268,000 2,268,000 100.0% －
前年度と同建物の契約。移転は困難を
伴うため。

①ロ －

207

大井川用水（二期）農業
水利事業　大井川右岸
地域用水管理工事に係
る土地使用等

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,143,799 － －
土地改良事業に伴う用地等の取得及び
損失損失補償要綱第２２条、第２６条、
第３７条、第３８条に基づく補償

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

208

大井川用水（二期）農業
水利事業　大井川右岸
地域用水管理工事に係
る土地使用等

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 3,026,002 － －
土地改良事業に伴う用地等の取得及び
損失補償要綱第２２条、第２６条、第３７
条、３８条に基づく補償

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－
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209
事業所庁舎賃貸借契約
1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日
株式会社タカ
ナワ地所

長野県松本市
本庄2-7-18

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,547,020 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

210
事業所駐車場賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日
株式会社イワ
サ

長野県塩尻市
大門一番町6-
7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,569,580 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

211
職員用宿舎建物賃貸借
契約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,365,200 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

212
職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 813,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

213
職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 800,400 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

214
職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,739,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

215
職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,576,800 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

216
職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日
みのり物産有
限会社

長野県松本市
井川城1-2-9

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,086,400 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

217
職員宿舎建物賃貸借契
約　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局中信平二期農業
水利事業所長　長
谷部　均

長野県松本市
大字島立
2167-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,026,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため

①ロ －

218
会議室及び休養室賃貸
借　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日
大和リ－ス株
式会社　東京
本店

東京都千代田
区飯田橋3-
13-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,410,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

219
事業所庁舎建物賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日 太田市
群馬県太田市
浜町2-35

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,836,068 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －
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220
事業所駐車場用地の土
地賃貸借　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,421,568 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

221

渡良瀩川中央農地防災
事業（一期）土地改良施
設の管理に関する平成
22年度委託事業　1式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日 板倉町
群馬県邑楽郡
板倉町大字板
倉2067

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 5,545,000 － －

契約の相手方である板倉町は、土地改
良法に規定する土地改良施設の予定管
理者であり、国と板倉町で締結している
協定に基づき今年度も引き続き板倉町
と委託契約を締結する必要があるた
め。

①イ（イ） －

222
職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日
有限会社九合
マンション

群馬県太田市
飯塚町1406

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,472,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

223
職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日 金井繁
群馬県太田市
新田市野倉町
155

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,920,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

224
職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日
有限会社メディ
オアイ

群馬県太田市
飯塚町541-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,040,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

225
職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日
株式会社宮津
製作所

群馬県邑楽郡
大泉町仙石3-
24-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,312,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

226
職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日 松澤千枝子
群馬県太田市
新井町521-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

227
職員宿舎建物賃貸借　1
式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局渡良瀩川中央農
地防災事業所長
松谷孝史

群馬県太田市
大島町582-1

平成22年4月1日 瀩山康昭
群馬県館林市
松原2-7-55

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 984,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが必要不可欠なため

①ロ －

228

大井川用水（二期）農業
水利事業　大井川右岸
地域用水管理工事に係
る土地使用等　一式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局大井川用水農業
水利事業所長　浅
田　　務

静岡県島田市
中央町30-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
土地改良事業に伴う用地等の取得及び
損失損失補償要綱第２２条、第２６条、
第３７条、第３８条に基づく補償

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

230
関東農政局大井川用水
農業水利事業所庁舎の
建物賃貸借　一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
皆川　芳嗣

埻玉県さいた
ま市中央区新
都心２－１

平成22年4月1日
大井川土地改
良区

静岡県島田市
中央町３０－２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

13,044,780 13,044,780 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

231
平成22年度営農計画管
理調査神流川沿岸地区
委託事業　一式

支出負担行為担当
官　関東農政局長
皆川芳嗣

埻玉県さいた
ま市中央区新
都心2-1

平成22年4月26日 埻玉県
埻玉県さいた
ま市浦和区高
砂3-15-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,080,000 1,080,000 100.0% －
地方公共団体との取決めにより、契約
の相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

232
新潟農政事務所地域第
三課庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新潟農
政事務所長
吉田竹志

新潟県新潟市
中央区船場町
2-3435-1

平成22年4月1日 燕市
新潟県燕市吉
田日之出町1
番1号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,390,460 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

233
富山農政事務所建物賃
貸借　１１７．７２㎡

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局富山農
政事務所次長
本鍛冶千修

富山県富山市
牛島新町11-7

平成22年4月1日
立山木材工業
株式会社

富山県富山市
桜町１丁目2番
３号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,402,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

234
富山農政事務所高岡庁
舎土地賃貸借 　６４５．０
２㎡

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局富山農
政事務所次長
本鍛冶千修

富山県富山市
牛島新町11-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,642,500 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

235
富山農政事務所高岡庁
舎土地賃貸借　３２３．１
８㎡

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局富山農
政事務所次長
本鍛冶千修

富山県富山市
牛島新町11-7

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 810,400 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

236
職員宿舎賃貸借１１戸
平成22年4月1日～平成
23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日
株式会社鐙ビ
ル

新潟市中央区
鐙西1-12-16

会計法第２
９条の３第
４項（賃貸
借契約）

－ 9,336,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

237
職員宿舎賃貸借２戸
平成22年4月1日～平成
23年3月31日

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日
株式会社斎藤
不動産

新潟市中央区
関屋木村町1-
148-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,464,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

238
職員宿舎賃貸借３戸
平成22年4月1日～平成
23年3月31日

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日
有限会社メゾン
團九郎

新潟市中央区
関屋恵町11-
28

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,220,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

239
職員宿舎賃貸借１戸
平成22年4月1日～平成
23年3月31日

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日 有限会社藤和
新潟市中央区
米山3-13-15

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

240
庁舎賃貸借１戸
平成22年4月1日～平成
23年3月31日

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日
プレスフィール
ド株式会社

新潟県五泉市
寺沢1-6-38

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,890,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

241
土地賃貸借、1,161.18㎡
平成22年4月1日～平成
23年3月31日

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日
白根郷土地改
良区

新潟市单区白
根東町1-4-36

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 947,520 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

242

平成22年度建物（庁舎）
賃貸借料
平成22年4月1日から平
成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年4月1日 佐渡市
新潟県佐渡市
千種232番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,175,090 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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243

平成22年度土地（職員宿
舎）賃貸借料
平成22年4月1日から平
成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 835,848 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

244 外山ダム4号土捨場建設工事（5号土捨場）に伴う土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,227,766 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずる
と認められる
もの（財務省
に個別に協議
し認められた
もの）

－

245
名称：庁舎等の賃貸借
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新川流
域農業水利事業所
長
瀨田文治

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８８番地

平成22年4月1日
西蒲原土地改
良区

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,022,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

246
名称：車庫建物の賃貸借
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新川流
域農業水利事業所
長
瀨田文治

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８８番地

平成22年4月1日
大和リース株
式会社新潟営
業所

新潟県新潟市
中央区上近江
１－１－９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,164,360 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

247
名称：職員宿舎賃貸借
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新川流
域農業水利事業所
長
瀨田文治

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８８番地

平成22年4月1日
積和不動産中
部株式会社 新
潟賃貸営業所

新潟県新潟市
中央区单笹口
１－１－５４

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,040,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

248
名称：職員宿舎賃貸借
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新川流
域農業水利事業所
長
瀨田文治

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８８番地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,860,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

249
名称：職員宿舎賃貸借
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新川流
域農業水利事業所
長
瀨田文治

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８８番地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,248,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

250
名称：職員宿舎賃貸借
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局新川流
域農業水利事業所
長
瀨田文治

新潟県新潟市
西蒲区巻甲５
４８８番地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

251 庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日
柏崎地域土地
開発公社

新潟県柏崎市
中央町5-50

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,976,172 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

252 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

253 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,820,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

254 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,504,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

255 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,736,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

256 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,392,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

257 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,784,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

258 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,448,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

259
左岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,854,108 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

260
左岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,590,114 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

261
芝原２号用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,556,856 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

262
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 4,391,707 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－
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263
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 3,183,111 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

264
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 5,139,274 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

265
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 6,185,733 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

266
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 3,090,503 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

267
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,097,385 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

268
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,309,377 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

269
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,355,164 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

270
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,015,143 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

271
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,116,450 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

272
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 2,716,747 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－
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273
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,164,236 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

274
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 2,493,659 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

275
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,596,592 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

276
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,147,433 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

277
右岸幹線用水路工事に
伴う土地使用補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,163,472 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

278
十郷２号用水路工事に
伴う土地使用補償代金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,130,862 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

279
十郷２号用水路工事に
伴う土地使用補償代金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,350,808 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

280 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日

積和不動産中
部株式会社
北陸営業所福
井店

福井県福井市
大手3丁目12-
20

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,720,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

281 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,056,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

282 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,600,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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283 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日

積和不動産中
部株式会社
北陸営業所福
井店

福井県福井市
大手3丁目12-
20

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,168,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

284 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日

積和不動産中
部株式会社
北陸営業所福
井店

福井県福井市
大手3丁目12-
20

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,160,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

285 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 下田　重道
福井県坂井市
丸岡町東陽１
－２５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,520,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

286 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,304,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

287 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,304,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

288 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,872,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

289 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日
有限会社ひろ
せ

福井県坂井市
丸岡町山口
57-23

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,416,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

290 職員宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,104,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

291 庁舎敷地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 坂井市長
福井県坂井市
坂井町下新庄
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,110,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

292

国営九頭竜川下流農業
水利事業実施地区内
埋蔵文化財包蔵地発掘
調査費用負担契約
期間：平成22年4月1日か
ら平成23年3月25日まで

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局九頭竜
川下流農業水利事
業所長
播磨　宗治

福井県坂井市
丸岡町愛宕２
番

平成22年4月1日 福井県
福井県福井市
大手3-17-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

27,959,000 27,959,000 100.0% －
地方公共団体との取決めにより、契約
の相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －
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293
庄川放水路工事に伴う
土地使用補償金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局庄川左
岸農地防災事業所
長
神越　義範

富山県砺波市
幸町８番２０号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,280,654 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

294 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局庄川左
岸農地防災事業所
長
神越　義範

富山県砺波市
幸町８番２０号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,427,850 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

295 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局庄川左
岸農地防災事業所
長
神越　義範

富山県砺波市
幸町８番２０号

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,536,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

296 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局庄川左
岸農地防災事業所
長
神越　義範

富山県砺波市
幸町８番２０号

平成22年4月1日
庄川開発株式
会社

富山県砺波市
庄川町示野
121

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,242,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

297
十郷２号用水路工事施
行に伴う土地使用補償

支出負担行為担当
官代理
北陸農政局農林水
産事務官
志田孝一

石川県金沢市
広坂２－２－６
０

平成22年4月1日

パナソニック電
工施設証明株
式会社　福井
工場

福井県坂井市
坂井町五本３
８－１

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 11,555,694 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

298

平成22年度収入減尐影
響緩和対策積立金管理
業務委託事業
平成22年4月1日から平
成23年3月23日まで

支出負担行為担当
官代理
北陸農政局農林水
産事務官
志田孝一

石川県金沢市
広坂２－２－６
０

平成22年4月1日
新潟県担い手
育成総合支援
協議会

新潟県新潟市
中央区東中通
1-86

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,900,000 5,900,000 100.0% －

契約の相手方が法令等（農業の担い手
に対する経営安定のための交付金の交
付に関する法律施行規則（平成18年農
林水産省令第59号）第13条第1項第4
号）により明確に特定され競争性のない
随意契約によらざるを得ないため

①イ（イ） －

299
事務所庁舎敷地賃貸借
平成22年4月1日から平
成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局西北陸
土地改良調査管理
事務所次長
新田　夏一郎

石川県小松市
園町ホ85-1

平成22年4月1日
石川県小松市
長

石川県小松市
小馬出町91番
地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 917,910 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

300

職員宿舎（島田宿舎外）
賃貸借
平成22年4月1日から平
成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局西北陸
土地改良調査管理
事務所次長
新田　夏一郎

石川県小松市
園町ホ85-1

平成22年4月1日
清水都市開発
株式会社

石川県小松市
小馬出町28番
地1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,328,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

301

職員宿舎（白江宿舎）賃
貸借
平成22年4月1日から平
成23年3月31日まで

分任支出負担行為
担当官代理
北陸農政局西北陸
土地改良調査管理
事務所次長
新田　夏一郎

石川県小松市
園町ホ85-1

平成22年4月1日
清水都市開発
株式会社

石川県小松市
小馬出町28番
地1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,398,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

302

阿賀野川頭首工改修工
事に伴う土地使用補償
代
4,300㎡
平成22年4月1日～平成
22年11月30日

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局信濃川
水系土地改良調査
管理事務所長
管谷　晋

新潟市中央区
川岸町1-49-3

平成22年4月1日
株式会社遠清
商事

新潟県阿賀野
市保田908

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,169,600 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－
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303
市野新田ダム建設工事
に伴う土地の形質変更
補償

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所
長
河津　宏志

新潟県柏崎市
单半田18番15
号

平成22年4月30日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 1,303,527 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

304
外山幹線用水路羽茂工
区（その４）工事に伴う水
道管移設補償金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年6月1日 佐渡市
新潟県佐渡市
千種232番地

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 4,230,791 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

305
外山幹線用水路羽茂工
区（その１４）外工事に伴
う水道管移設補償金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年6月1日 佐渡市
新潟県佐渡市
千種232番地

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 7,037,766 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

306
外山幹線用水路赤泊工
区（その４）工事に伴う水
道管移設補償金

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年6月28日 佐渡市
新潟県佐渡市
千種232番地

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償契約）

－ 4,718,952 － －

公共工事の施行に起因し不可避的に生
ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

307
新濃尾農地防災事業所
庁舎用地賃貸借契約（１
式）

支出負担行為担当
官　東海農政局長
竹森三治

名古屋市中区
三の丸１－２
－２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 13,064,040 － －

平成11年10月より賃貸借契約を行い庁
舎を設置しているが、引き続き庁舎を設
置する必要があり契約の相手方が一に
限定されるものである。

①ロ －

308
平成22年度庁舎賃貸借
契約（上期）（1式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局西濃用水第二期
農業水利事業所長
出口雅一

岐阜県大垣市
藤江町2－128

平成22年4月1日 株式会社片山
岐阜県大垣市
中野町1－22

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,465,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

309
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（1戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局西濃用水第二期
農業水利事業所長
出口雅一

岐阜県大垣市
藤江町2－128

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れる賃貸借契約であるため。

①ロ －

310
平成22年度犬山支所建
物等賃貸借契約（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日
木津用水土地
改良区

小牧市中央1-
346

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,924,924 － －

平成１１年4月より木津用水土地改良区
と賃貸借契約を行い犬山支所を設置し
ているが、引き続き庁舎を設置する必要
があり契約の相手方が一に限定される
ものである。

①ロ －

311
事業所会議室賃貸借契
約（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日
大和リ－ス株
式会社　名古
屋支店

名古屋市中区
大須4-10-32

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,784,600 － －

平成１７年１月より大和リース株式会社
名古屋支店と賃貸借契約を行い会議室
を設置しているが、引き続き会議室を設
置する必要があり契約の相手方が一に
限定されるものである。

①ロ －

312
職員宿舎賃貸借契約（1
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日
有限会社マル
カホ－ム

一宮市大和町
馬引字横手
13-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 936,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

313
職員宿舎賃貸借契約（1
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,020,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －
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314
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日
昭和建物株式
会社

一宮市神山2-
3-23

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,371,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

315
職員宿舎賃貸借契約（2
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,632,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

316
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,190,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

317
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,020,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

318
職員宿舎賃貸借契約（2
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日
株式会社ＳＨＯ
ＷＡ

一宮市大和町
苅安賀字狭間
50-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

319
職員宿舎賃貸借契約（2
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,584,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

320
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

321
職員宿舎賃貸借契約（１
戸）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －
事業遂行のため引き続き宿舎を設置す
る必要があり、契約の相手方が一に限
定されるものである。

①ロ －

322

新濃尾（二期）農地防災
事業宮田導水路1号ｻｲﾎ
ﾝ建設工事に伴う土地使
用補償（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 4,170,960 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約であることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

323

新濃尾（二期）農地防災
事業宮田導水路1号ｻｲﾎ
ﾝ建設工事に伴う土地使
用補償（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,544,640 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約であることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

324
平成２２年度工事用資材
置場用地賃貸借・１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,292,000 － -
業務を円滑に進めるために前年度から
継続して使用する必要があり、供給者
が一に特定されるため。

①ロ -
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325
平成２２年度新矢作川用
水農業水利事業所庁舎
賃貸借・１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日
明治用水土地
改良区

安城市大東町
２２－１６

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,198,000 － －
業務を円滑に進めるために前年度から
継続して使用する必要があり、供給者
が一に特定されるため。

①ロ －

326
平成２２年度新矢作川用
水農業水利事業所单部
支所建物等賃貸借・１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日
矢作川单部土
地改良区

西尾市今川町
石橋１５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,476,000 － －
業務を円滑に進めるために前年度から
継続して使用する必要があり、供給者
が一に特定されるため。

①ロ －

327
平成２２年度池浦宿舎賃
貸借・１戸

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
前年度から継続して使用する必要があ
り、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

328
平成２２年度今池宿舎賃
貸借・１戸

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 888,000 － －
前年度から継続して使用する必要があ
り、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

329
平成２２年度法連宿舎賃
貸借・１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 882,000 － －
前年度から継続して使用する必要があ
り、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

330
書類保管用建物等賃貸
借・１式

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新矢作川用水農
業水利事業所長
三好英幸

安城市大東町
２２－１６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －
前年度から継続して使用する必要があ
り、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

331
事業所用地賃貸借料（平
成２２年４月～平成２３年
３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,904,200 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

332
事業所用地賃貸借料（平
成２２年４月～平成２３年
３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,142,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

333
職員宿舎賃貸借料（桜マ
ンション２０１号　平成２２
年４月～平成２３年３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

334
職員宿舎賃貸借料（桜マ
ンション２０２号　平成２２
年４月～平成２３年３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

335
職員宿舎賃貸借料（桜マ
ンション２０５号　平成２２
年４月～平成２３年３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

336
職員宿舎賃貸借料（桜マ
ンション３０３号　平成２２
年４月～平成２３年３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

337
職員宿舎賃貸借料（桜マ
ンション３０５号　平成２２
年４月～平成２３年３月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 972,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

338

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　１０５号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

339

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　１０６号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

340

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　１０８号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

341

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　２０１号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

342

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　２０３号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

343

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　２０５号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

344

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　２０６号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

345

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　３０１号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

346

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　３０２号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

347

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　３０５号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

348

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　３０７号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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349

職員宿舎賃貸借料（エン
ペラー堀　３０８号　平成
２２年４月～平成２３年３
月）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局宮川用水第二期
農業水利事業所長
中野拓治

三重県伊勢市
御薗町新開８
９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

350 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局木曽川水系土地
改良調査管理事務
所長　宮﨑敏行

愛知県名古屋
市昭和区安田
通４－８

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 810,600 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

351 借上げ宿舎賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局木曽川水系土地
改良調査管理事務
所長　宮﨑敏行

愛知県名古屋
市昭和区安田
通４－８

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 828,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

352

新濃尾（二期）農地防災
事業宮田導水路1号ｻｲﾎ
ﾝ建設工事に伴う土地使
用補償（１式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年4月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,662,078 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約であることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

353
平成２２年度営農計画管
理地区調査（営農計画管
理調査）委託事業

支出負担行為担当
官　東海農政局長
竹森三治

名古屋市中区
三の丸１－２
－２

平成22年5月13日 愛知県
名古屋市中区
三の丸三丁目
１番２号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,200,000 1,200,000 100.0% －
本事業は愛知県との取り決めにより契
約の相手方が一に定められていること
から競争を許さない。

①イ（ニ） －

354

新濃尾（二期）農地防災
事業宮田導水路１号ｻｲ
ﾎﾝ建設工事他に伴う土
地使用補償（一式）

分任支出負担行為
担当官　東海農政
局新濃尾農地防災
事業所長　上田隆
茂

愛知県一宮市
八幡5-1-14

平成22年6月14日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,574,400 － －

公共事業を施行する際の権利の取得及
び損失補償等に対して契約を行うもの
であり、工事に必要となる土地等の権利
者との契約であることから、場所及び契
約相手方が限定されるものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

355
平成22年度東近江統計・
情報センター土地建物賃
貸借一式

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局滋賀農政事
務所次長　石間　庄
二

滋賀県大津市
打出浜３番４９
号

平成22年4月1日 東近江市
滋賀県東近江
市八日市緑町
１０－５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,152,340 3,152,340 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

356
平成22年度地域第二課
土地建物賃貸借一式

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局滋賀農政事
務所次長　石間　庄
二

滋賀県大津市
打出浜３番４９
号

平成22年4月1日
レ－ク伊吹農
業協同組合

滋賀県米原市
宇賀野２８０－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,233,600 4,233,600 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

357
平成２２年度大阪農政事
務所地域第二課土地建
物賃貸契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大阪農政事務所
長　松浦　克浩

大阪市中央区
大手前１－５
－４４

平成22年4月1日
中山建設株式
会社

大阪府高石市
羽衣５丁目１３
番１４号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,932,900 4,932,900 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

358
平成22年度奈良農政事
務所地域課　庁舎土地
賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局奈良農政事
務所次長　小野哲
士

奈良県奈良市
西紀寺町13

平成22年4月1日
石田商事株式
会社

奈良県橿原市
城殿町177

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,880,000 2,880,000 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

360
庁舎に係る建物等賃貸
借契約
一式

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
塚本和男

 京都市上京区
西洞院通下長
者町下ル丁子
風呂町

平成22年4月1日
京都府農業協
同組合

京都府亀岡市
余部町天神又
2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

11,269,468 11,269,468 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

361
職員宿舎に係る建物等
賃貸借契約一式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局淀川水系土地改
良調査管理事務所
長　葭井功治

京都市伏見区
桃山町永井久
太郎56

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,958,400 1,958,400 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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362
三木宿舎の賃貸借契約
370.93㎡

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局淀川水系土地改
良調査管理事務所
次長　溝端薫

兵庫県三木市
志染町三津田
1525

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

6,888,000 6,888,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

363
单ヶ丘宿舎の賃貸借契
約　214.16㎡

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局淀川水系土地改
良調査管理事務所
次長　溝端薫

兵庫県三木市
志染町三津田
1525

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,552,000 3,552,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

364
平成22年度職員宿舎賃
貸借（芙蓉マンション） 2
戸（各60.42㎡）

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局单近畿土地
改良調査管理事務
所次長　松田　武姿

奈良県吉野郡
大淀町下渕
388-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,536,000 1,536,000 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

365

平成22年度職員宿舎賃
貸借（第1ネオコーポ杉
田）　2戸（47.02㎡、50.88
㎡各1戸）

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局单近畿土地
改良調査管理事務
所次長　松田　武姿

奈良県吉野郡
大淀町下渕
388-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,512,000 1,512,000 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

366

平成22年度職員宿舎賃
貸借（第2ネオコーポ杉
田）　4戸（47.02㎡ １戸、
50.88㎡ 3戸）

分任支出負担行為
担当官代理　近畿
農政局单近畿土地
改良調査管理事務
所次長　松田　武姿

奈良県吉野郡
大淀町下渕
388-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,024,000 3,024,000 100.0% －

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

367

平成22年度第二十津川
紀の川建設所宿舎用建
物賃貸借（第一ネオコー
ポ杉田）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,024,000 3,024,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

368

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（ロ
イヤルタケナカ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,692,000 4,692,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

369

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（サ
ンモール）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,960,000 3,960,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

370

平成22年度第二十津川
紀の川建設所宿舎用建
物賃貸借（ホワイトベル
21）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 ホワイトベル21

奈良県吉野郡
天川村大字单
日裏178番地
の2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,784,000 2,784,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

371

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（リバティタウン）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,216,000 3,216,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

372

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（セ
ゾン優）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,908,000 4,908,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －
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373

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（片
山マンション）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

5,904,000 5,904,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

374

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（リバティタウン）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

804,000 804,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

375

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
(ヴィラ千代マンション）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 榎本有限会社
和歌山県岩出
市清水427番
地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,782,000 1,782,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

376

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（セ
ゾン優）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,228,000 1,228,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

377

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（片
山マンション）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,274,000 1,274,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

378

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（ア
メニティ前栽1号館）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大東建物管理
株式会社

東京都港区湊
单2丁目16番1
号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,566,000 1,566,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

379

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
(ニューシティモリⅢ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

804,000 804,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

380

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（リバティータウン）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,488,000 1,488,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

381

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（サ
ニーコートⅡ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

864,000 864,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

382

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借(パ
ルコートＭ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
有限会社大宮
商事

奈良県橿原市
飯高町226番
地の1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

960,000 960,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

383

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
(エル岩出）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,178,000 2,178,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

384

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
(エル岩出）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,212,000 1,212,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －
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385

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（シャイニングブロッサム
A）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大東建物管理
株式会社

東京都港区湊
单2丁目16番1
号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

964,400 964,400 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

386

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（ニューシティMORIⅢ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大東建物管理
株式会社

東京都港区湊
单2丁目16番1
号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

990,400 990,400 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

387

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（ベルドール岩出）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大東建物管理
株式会社

東京都港区湊
单2丁目16番1
号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,006,400 1,006,400 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

388

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（サ
ンモール）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

820,000 820,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

389

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（ハイツ藤谷）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日

積和不動産関
西株式会社
和歌山賃貸営
業所

和歌山県和歌
山市太田227
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

814,400 814,400 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

390

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（ディアスコスモ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日

積和不動産関
西株式会社
和歌山賃貸営
業所

和歌山県和歌
山市太田227
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

834,400 834,400 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

391

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（ANNEX）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日

積和不動産関
西株式会社
和歌山賃貸営
業所

和歌山県和歌
山市太田227
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

802,400 802,400 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

392

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（グ
リーンシティ）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

940,000 940,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

393

平成22年度紀伊平野建
設所宿舎用建物賃貸借
（グリーンビレッジ21）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日

積和不動産関
西株式会社
和歌山賃貸営
業所

和歌山県和歌
山市太田227
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,359,600 1,359,600 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

394

平成22年度大和紀伊平
野宿舎用建物賃貸借（ア
メニティ前栽1号館）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大東建物管理
株式会社

東京都港区湊
单2丁目16番1
号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,051,000 1,051,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

395
平成22年度庁舎土地建
物賃貸借(第二十津川）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
株式会社NTT
西日本アセッ
ト・プランニング

大阪府大阪市
西区土佐堀1-
3-34

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

5,304,600 5,304,600 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

396
平成22年度土地建物賃
貸借（第二十津川）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大和平野土地
改良区

奈良県橿原市
城殿町459

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,486,800 1,486,800 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －
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397
平成22年度庁舎土地建
物賃貸借(紀伊平野）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
有限会社
ツーバイホー
ム

和歌山市友田
町4-101

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

8,064,000 8,064,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

398
平成22年度倉庫賃貸借
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
大和平野土地
改良区

奈良県橿原市
城殿町459

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,764,000 1,764,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

399
平成22年度土地建物賃
貸借（天理支所）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
奈良県農業協
同組合

奈良県奈良市
大森町57-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,004,000 2,004,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

400
平成22年度庁舎共益費
（第二十津川）
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月1日
株式会社NTT
西日本アセッ
ト・プランニング

大阪府大阪市
西区土佐堀1-
3-34

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,144,080 1,144,080 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借に
付随する分担金であるため随意契約を
行うものである。

①ロ －

401
近畿農政局消費・安全部
地域第三課庁舎敷地賃
貸借契約　１式

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
塚本和男

京都市上京区
西洞院通り下
長者町下ル丁
子風呂町

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

960,432 960,432 100.0% -

該当場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

402

平成22年度庁舎用土地
建物賃貸借契約（大和紀
伊）
1式

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
塚本　和男

京都市上京区
西洞院通り下
長者町下ル丁
子風呂町

平成22年4月1日
大和平野土地
改良区

奈良県橿原市
城殿町４５９

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

22,491,000 22,491,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借で
あるため随意契約を行うものである。

①ロ －

403

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（一期）
大和平野幹線水路等（葛
サイホン排水工）改修工
事に伴う土地売買契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月9日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

404

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（団
体営国営直接分水新庄
高田線）改修工事に伴う
土地取得補償契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月9日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

405

平成2１年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（御
所工区幹線2工区その6）
改修工事に伴う土地取
得補償契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年4月23日
大丸紙工株式
会社

大阪府大阪市
長吉出戸1丁
目10番40号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

406
平成22年度国営亀岡土
地改良事業に係る換地
処分等業務委託事業

支出負担行為担当
官　近畿農政局長
塚本　和男

京都市上京区
西洞院通下長
者町下ル丁子
風呂町

平成22年4月27日 京都府
京都市上京区
下立売通新町
西入

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

25,911,000 25,911,000 100.0% －

国営土地改良事業に係る換地処分等
業務は、土地改良法施行令第51条の5
の規定に基づき、都道府県知事が行う
こととされていることから、本地区につい
ては京都府知事に委託するものであ
る。

①イ（イ） －

407

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（県
営曽我川工区西部幹線
その6他）改修工事に伴
う電気配電設備の移転
等補償契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月10日
関西電力株式
会社　奈良営
業所

奈良県奈良市
大宮町7丁目1
番20号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－
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408

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（一期）
大和平野幹線水路等（国
営西部幹線水路柳田川
サイホン他）改修工事に
伴う電気配電設備の移
転等補償契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月17日
西日本電信電
話株式会社
奈良支店

奈良県奈良市
大宮町7丁目1
番20号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

409

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（県
営金剛工区第2号幹線）
改修工事に伴う土地取
得補償契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月19日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

410

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（県
営金剛工区第２号幹線）
改修工事に伴う土地取
得補償契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月19日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

411

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（県
営金剛工区第２号幹線）
改修工事に伴う土地取
得補償契約
1式

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月19日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

412

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
紀伊平野県営右岸幹線
水路その１（小田井水路
粉川サイホン）改修工事
に伴う区分地上権設定
契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月24日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う権利の取得に関
して契約を行うものであり、工事に必要
となる土地等の権利者との契約であり、
場所及び契約相手方が特定されるもの
であるため、随意契約をおこなうもので
ある。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

413

平成21年度大和紀伊平
野農業水利事業（二期）
大和平野支線水路等（県
営初瀩川工区第２号幹
線）改修工事に伴う電気
通信設備の移転等補償
契約

分任支出負担行為
担当官　近畿農政
局大和紀伊平野農
業水利事務所長
田島　明彦

奈良県橿原市
城殿町459

平成22年5月27日
西日本電信電
話株式会社
奈良支店

奈良県奈良市
大宮町7丁目1
番20号

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に
生ずる損害に関して契約を行うものであ
り、工事に起因して損害等を受ける権利
者との契約であり、場所及び契約相手
方が特定されるため、随意契約をおこな
うものである。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

414
建物賃貸借契約
（高田宿舎）

分任支出負担行為
担当官
中国四国農政局島
根農政事務所長油
井悦雄

島根県松江市
東朝日町１９２

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

415
中国四国農政局広島農
政事務所地域第一課敷
地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局広島農政事
務所長　稲谷　久雄

広島市中区上
八丁堀６－３０

平成22年4月1日 三原市
三原市港町三
丁目５番１号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,921,693 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

416
山口農政事務所地域第
二課庁舎敷地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局山口農政事
務所長　浦田高宣

山口県山口市
惣太夫町３－
８

平成22年4月1日
周单農業協同
組合

山口県下松市
西柳二丁目3
番48号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,065,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

417 地域第一課土地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局愛媛農政事
務所長　髙橋和雄

愛媛県松山市
宮田町１８８

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,143,123 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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418 建物賃貸借契約
支出負担行為担当
官　中国四国農政
局長　勝山達郎

岡山市北区下
石井１－４－１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,592,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

419 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所
長　金光譲二

広島県広島市
安佐北区可部
2-6-15

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

420 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所
長　金光譲二

広島県広島市
安佐北区可部
2-6-15

平成22年4月1日
有限会社沼田
商店

広島県広島市
安佐北区可部
3-7-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

421 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所
長　金光譲二

広島県広島市
安佐北区可部
2-6-15

平成22年4月1日
株式会社大和
興産

広島県広島市
安佐北区可部
4-11-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,832,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

422 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所
長　金光譲二

広島県広島市
安佐北区可部
2-6-15

平成22年4月1日

大和リビング株
式会社中四国
支店　広島営
業所

広島県広島市
佐伯区藤垂園
1-11

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

423 宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所
長　金光譲二

広島県広島市
安佐北区可部
2-6-15

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

424
中国四国農政局四国土
地改良調査管理事務所
土地賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国土地改
良事務所長　田中
久二

香川県丸亀市
飯山町真時６
７７－１

平成22年4月1日 丸亀市長
丸亀市大手町
二丁目３番１
号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 822,300 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

425
中国四国農政局四国土
地改良調査管理事務所
職員宿舎建物等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国土地改
良事務所長　田中
久二

香川県丸亀市
飯山町真時６
７７－１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,224,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

426
中国四国農政局四国土
地改良調査管理事務所
職員宿舎建物等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国土地改
良事務所長　田中
久二

香川県丸亀市
飯山町真時６
７７－１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,608,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

427

中国四国農政局四国土
地改良調査管理事務所
道前道後支所事務室及
び駐車場賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国土地改
良事務所長　田中
久二

香川県丸亀市
飯山町真時６
７７－１

平成22年4月1日
株式会社ＮＴＴ
西日本ｱｾｯﾄ・
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

松山市三番町
四丁目１０番
地１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,227,052 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

428
庁舎賃貸借契約
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局岡山单
部農業水利事業所
庶務課長
　森田　眞行

岡山県総社市
中央1-5-35

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,040,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

429
職員宿舎賃貸借契約
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局岡山单
部農業水利事業所
庶務課長
　森田　眞行

岡山県総社市
中央1-5-35

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,560,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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430
職員宿舎賃貸借契約
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局岡山单
部農業水利事業所
庶務課長
　森田　眞行

岡山県総社市
中央1-5-35

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

431
職員宿舎賃貸借契約
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局岡山单
部農業水利事業所
庶務課長
　森田　眞行

岡山県総社市
中央1-5-35

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

432
職員宿舎賃貸借契約
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局岡山单
部農業水利事業所
庶務課長
　森田　眞行

岡山県総社市
中央1-5-35

平成22年4月1日

土井建設株式
会社　代表取
締役　高見　佳
久

岡山県総社市
総社１－１－５
０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 924,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

433
斐伊川沿岸農業水利事
業土地建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
山口康晴

島根県簸川郡
斐川町大字荘
原町105番地

平成22年4月1日 斐川町
島根県簸川郡
斐川町大字荘
原2172

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,020,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

434
斐伊川沿岸農業水利事
業職員宿舎建物賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
山口康晴

島根県簸川郡
斐川町大字荘
原町105番地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,454,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

435
斐伊川沿岸農業水利事
業職員宿舎建物賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
山口康晴

島根県簸川郡
斐川町大字荘
原町105番地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,432,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

436
斐伊川沿岸農業水利事
業職員宿舎建物賃貸借
料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局斐伊川沿岸
農業水利事業所長
山口康晴

島根県簸川郡
斐川町大字荘
原町105番地

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,440,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

437 行政財産賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　有瀧　昇
吾

香川県丸亀市
飯山町川原１
１１４－１
飯山市民総合
センター３Ｆ

平成22年4月1日 丸亀市
香川県丸亀市
大手町二丁目
３番１号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 9,660,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

438 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　有瀧　昇
吾

香川県丸亀市
飯山町川原１
１１４－１
飯山市民総合
センター３Ｆ

平成22年4月1日 個人情報該当 -

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,448,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

439 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　有瀧　昇
吾

香川県丸亀市
飯山町川原１
１１４－１
飯山市民総合
センター３Ｆ

平成22年4月1日
株式会社ﾊﾟﾁｯ
ｸｽ

高知県高知市
葛島二丁目４
番９号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,800,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

440 建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局香川用水土
器川沿岸農業水利
事業所長　有瀧　昇
吾

香川県丸亀市
飯山町川原１
１１４－１
飯山市民総合
センター３Ｆ

平成22年4月1日
香川県土地改
良事業団体連
合会

香川県高松市
番町２丁目４
番２７－３０１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 2,520,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

441
中海干拓事業　安来工
区土地改良施設管理業
務委託

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日
安来市土地改
良区

島根県安来市
安来町８７８－
２

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,426,522 3,426,522 100.0% －

　本業務は、中海干拓建設事業による
造成施設の管理を、土地改良法第８７
条の2の規定に基づき定められた管理
者に委託するため。

①イ（イ） －

442
中海干拓事業　弓浜工
区土地改良施設管理業
務委託

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日
米川土地改良
区

鳥取県米子市
糀町１－１６０

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,982,100 4,982,100 100.0% －

　本業務は、中海干拓建設事業による
造成施設の管理を、土地改良法第８７
条の2の規定に基づき定められた管理
者に委託するため。

①イ（イ） －

443
中海干拓事業　彦名工
区土地改良施設管理業
務委託

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日
米川土地改良
区

鳥取県米子市
糀町１－１６０

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,570,641 3,570,641 100.0% －

　本業務は、中海干拓建設事業による
造成施設の管理を、土地改良法第８７
条の2の規定に基づき定められた管理
者に委託するため。

①イ（イ） －

444
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,272,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

445
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,608,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

446
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,644,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

447
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,719,600 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

448
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,320,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

449
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,656,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

450
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日
今井産業株式
会社

島根県江津市
桜江町川戸4７
2－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,680,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

451
建物賃貸借料（Ｈ22.4.1
～Ｈ23.3.31）

分任支出負担行為
担当官代理　中国
四国農政局中海干
拓建設事業所次長
近藤　勇

松江市八束町
江島１０５４－
５

平成22年4月1日
鳥取西部農業
協同組合

鳥取県米子市
東福原１－５
－１６

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,508,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
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臣通知上の根

拠区分

備　　考

452
東部幹線水路（太郎八須
工区）建設工事に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,161,270 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

453
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,926,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

454
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,348,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

455
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,464,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

456
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,392,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

457
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,808,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

458
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,036,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

459
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
有限会社幸産
業

徳島県板野郡
藍住町字乾12
－1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,680,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

460
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
有限会社幸産
業

徳島県板野郡
藍住町字乾12
－1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,728,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

461
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,124,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

462
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,116,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

463
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,080,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
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464
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
株式会社勧誠
濱六コーポ
レート

徳島県板野郡
藍住町徳命字
元村146－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,662,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

465
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,122,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

466
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,092,540 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

467
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,098,380 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

468
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
板野郡農業協
同組合

徳島県阿波市
土成字寒方
64-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,078,560 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

469
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所庁舎
敷地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,011,780 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

470
東部支所庁舎（普通財
産）借受

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
中国四国農政
局徳島農政事
務所

徳島市中昭和
町2-32

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,315,971 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

471
中国四国農政局四国東
部農地防災事務所職員
宿舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

472

吉野川下流域農地防災
事業
平成２２年度土地改良施
設維持管理委託業務
（单北分水工・板名工区
通水区間及び北部幹線
水路（暫定通水区間））
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31
管理委託業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
吉野川下流域
土地改良区

徳島県鳴門市
大麻町萩原字
アコメン3-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,911,500 5,911,500 100.0% －

維持管理の委託を行う施設は、国営事
業で造成されたものであり、委託先は事
業完了後の国営造成施設の予定管理
者である吉野川下流域土地改良区であ
るので競争を許さないため。

①イ（イ） －

473

吉野川下流域農地防災
事業
平成２２年度第２大谷川
取水施設維持管理委託
業務
（第2大谷川取水施設及
び里浦揚水機場）
Ｈ22.4.1～Ｈ23.3.31
管理委託業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月1日
吉野川下流域
土地改良区

徳島県鳴門市
大麻町萩原字
アコメン3-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,709,028 3,709,028 100.0% －

維持管理の委託を行う施設は、国営事
業で造成されたものであり、委託先は事
業完了後の国営造成施設の予定管理
者である吉野川下流域土地改良区であ
るので競争を許さないため。

①イ（イ） －
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474
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所庁舎敷
地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,104,604 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

475
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,200,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

476
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,632,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

477
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日
株式会社アイ
テイスト

徳島県阿单市
富岡町トノ町１
１３－３

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,672,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

478
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,288,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

479
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,040,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

480
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

481
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 852,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

482
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日
有限会社ヤエ
ガワ

徳島県阿单市
学原町中西１
５－２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,728,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

483
中国四国農政局那賀川
農地防災事業所職員宿
舎建物賃貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局那賀川農地
防災事業所長　丹
羽　啓文

徳島県阿单市
日開野町西居
内４５６

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,852,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

484
高知三波川帯農地保全
事業所庁舎建物・土地賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高知三波川
帯農地保全事業所
長　萩野　隆造

高知県单国市
立田405

平成22年4月1日 高知県知事
高知県高知市
丸ノ内1-2-20

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 8,200,759 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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485 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高知三波川
帯農地保全事業所
長　萩野　隆造

高知県单国市
立田405

平成22年4月1日 有限会社丸喜
高知県高知市
上町1-1-7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,536,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

486 職員宿舎建物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高知三波川
帯農地保全事業所
長　萩野　隆造

高知県单国市
立田405

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,512,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

487 平成２２年度庁舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀩農地保
全事業所長　春木
邦夫

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成22年4月1日
株式会社ＮＴＴ
西日本アセッ
ト・プランニング

愛媛県松山市
山越3-15-15

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,340,636 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

488 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀩農地保
全事業所長　春木
邦夫

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,452,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

489 職員宿舎賃貸借

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局高瀩農地保
全事業所長　春木
邦夫

高知県高岡郡
佐川町甲１５９
１

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,740,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

490
第十幹線水路（5工区）原
形復旧その他工事に係
る土地使用補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月14日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,249,625 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

491
单部幹線水路（乙瀩工区
その２）工事に伴う土地
使用補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境２-１

平成22年4月16日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,924,626 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

492
北部幹線水路（川端工
区）建設工事に伴う補償
代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月12日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,176,871 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

493
北部幹線水路（古城・大
寺工区）原形復旧工事に
係る補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月14日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,131,698 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

494

吉野川下流域農地防災
事業
平成22年度中島加圧機
場保安維持管理操作委
託業務
（中島加圧機場）
Ｈ22.5.17～Ｈ22.10.15
管理委託業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月17日
中島用水土地
改良区

徳島県板野郡
藍住町笠木字
中野165-8

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,183,353 3,183,353 100.0% －

維持管理の委託を行う施設は、国営事
業で造成されたものであり、委託先は事
業完了後の国営造成施設の予定管理
者である中島用水土地改良区であるの
で競争を許さないため。

①イ（イ） －
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495
北部幹線水路（古城・大
寺工区）原形復旧工事に
係る補償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月24日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,011,628 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

496
北部幹線水路（大寺工区
その7）工事に伴う区分
地上権設定対価

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 2,479,239 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

497
北部幹線水路（大寺工区
その４）工事他に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,229,211 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

498
北部幹線水路（大寺工区
その４）工事他に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,139,570 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

499
北部幹線水路（大寺工区
その４）工事他に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,189,000 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

500
北部幹線水路（大寺工区
その４）工事他に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,338,227 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

501
北部幹線水路（大寺工区
その４）工事他に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,379,279 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

502
北部幹線水路（大寺工区
その４）工事他に伴う補
償代金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2-1

平成22年5月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

- 1,507,363 － －

公共事業の施工に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

503

平成２２年度　国営造成
水利施設保全対策指導
事業　笠岡湾干拓地区
共用導水路施設機能診
断委託事業
（岡山県笠岡市他）
H22.5.31～H23.3.31
委託事業

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局中国土地改
良調査管理事務所
長　金光譲二

広島県広島市
安佐北区可部
2-6-15

平成22年5月31日
岡山県公営企
業管理者

岡山県岡山市
北区内山下2-
4-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

6,781,467 6,781,467 100.0% －

本事業の施設は、共同工事で造成され
たものであり、維持管理を行っている地
方公共団体との取り決めにより契約の
相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －
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504
平成22年度　国営分水
工別受益面積整理委託
業務

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2－1

平成22年6月2日
吉野川下流域
土地改良区

徳島県鳴門市
大麻町萩原字
アコメン3－1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

9,145,500 9,145,500 100.0% －

本委託業務は、土地改良区が所有し、
土地改良法２９条第４項の規定により、
組合員及び事業に利害関係のある者以
外には開示できないこととなっている土
地原簿のデータを用いる必要があり、契
約の相手方が法令の規定により一に定
められているため。

①イ（イ） －

505

单部・第十幹線水路その
5工事及び单部・第十幹
線水路原形復旧その3工
事に伴う費用負担金

分任支出負担行為
担当官　中国四国
農政局四国東部農
地防災事務所長
神谷　耕雄

徳島県板野郡
板野町川端字
庄境2－1

平成22年6月8日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,448,250 － －

公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、工事に必要と
なる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるもので
あるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

506
平成22年度有明海特産
魚介類生息環境調査（福
岡県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年4月1日 福岡県
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

45,000,000 45,000,000 100.0% －
県との取り決め書きにより契約相手方
が一に定められるため

①イ（ニ） －

507
平成22年度有明海特産
魚介類生息環境調査（佐
賀県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年4月1日 佐賀県
佐賀県佐賀市
城内1-1-59

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

60,000,000 60,000,000 100.0% －
県との取り決め書きにより契約相手方
が一に定められるため

①イ（ニ） －

508
平成22年度有明海特産
魚介類生息環境調査（長
崎県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年4月1日 長崎県
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

150,000,000 150,000,000 100.0% －
県との取り決め書きにより契約相手方
が一に定められるため

①イ（ニ） －

509
平成22年度有明海特産
魚介類生息環境調査（熊
本県沖）委託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年4月1日 熊本県
熊本県熊本市
水前寺6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

45,000,000 45,000,000 100.0% －
県との取り決め書きにより契約相手方
が一に定められるため

①イ（ニ） －

510 土地・建物等賃貸借

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局福岡農政事務所
長　岩垂肇

福岡県福岡市
博多区住吉3-
17-21

平成22年4月1日
株式会社NTT
西日本アセッ
ト・プランニング

福岡県福岡市
博多区博多駅
单1-3-6

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

6,302,280 6,302,280 100.0% －
土地・建物の継続する賃貸借契約であ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ロ －

511
平成22年度宮崎農政事
務所地域第二課庁舎敷
地の賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局宮崎農政事務所
長　上野政男

宮崎県宮崎市
老松2-3-17

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,148,000 － －
土地・建物の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

512
平成22年度建物賃貸借
契約（佐賀支所）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　柴
田知広

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月1日
佐賀県筑後川
土地改良事業
推進協議会

佐賀県佐賀市
大財3-8-15土
地改良会館

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,640,000 － －
本契約は支所敷地の継続賃貸借を行う
ものであり、物件を解約し新たな物件を
探すことは経費の面で不利であるため。

①ロ －

513
平成22年度土地賃貸借
契約（事務所）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　柴
田知広　分任支出
負担行為担当官代
理　九州農政局筑
後川下流左岸農地
防災事業所農林水
産技官　加藤修一

福岡県久留米
市津福今町
472-31
福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月1日 久留米市
福岡県久留米
市城单町15-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,505,712 － －
本契約は庁舎敷地の継続賃貸借を行う
ものであり、物件を解約し新たな物件を
探すことは経費の面で不利であるため。

①ロ 連名契約

514
平成22年度建物賃貸借
契約（津福宿舎59、80、
88号）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　柴
田知広

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,256,000 － －
本契約は職員宿舎の継続賃貸借を行う
ものであり、物件を解約し新たな物件を
探すことは経費の面で不利であるため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名
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契約担当官等
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515
職員宿舎賃貸借契約（14
号、14号-3、14号-5、32
号借上宿舎）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,688,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

516
職員宿舎賃貸借契約（1
号借上宿舎）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

517
事務所敷地賃貸借契約
（使用面積2,105㎡）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月1日 久留米市
福岡県久留米
市城单町15-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,483,350 2,483,350 100.0% －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

518
庁舎敷地賃貸借料
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,682,600 － －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

519
職員宿舎賃貸借料（東郷
2号）
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,784,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

520
職員宿舎賃貸借料（本庄
1号）
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日
株式会社ユメッ
クス

佐賀県佐賀市
兵庫町大字藤
木958-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,279,800 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

521
職員宿舎賃貸借料（鍋島
1号）
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,584,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため。

①ロ －

522

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業白石平
野揚水機場建設工事に
伴う土地使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

523

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業白石平
野揚水機場建設工事に
伴う土地使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

524

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業佐賀西
部導水路白石線付帯工
事に伴う土地使用補償
金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

525

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業佐賀西
部導水路白石線付帯工
事に伴う土地使用補償
金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－



氏名並びにその所
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所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日
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526

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業白石導
水路工事に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

527

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業筑後川
下流白石平野農業水利
事業白石導水路工事に
伴う土地使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

528

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業（補充
土仮置場）に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

529

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業（補充
土仮置場）に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

530

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業（補充
土仮置場）に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

531

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業白石導
水路工事に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H22.10.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

532

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業佐賀西
部導水路白石線（城ノ井
工区）他工事に伴う土地
使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

533

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業佐賀西
部導水路白石線（城ノ井
工区）他工事に伴う土地
使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

534

筑後川下流白石平野（一
期）農業水利事業白石導
水路工事に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

535

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（下小田工区）工事
に伴う土地使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

536

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

537

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

538

筑後川下流白石平野農
業水利事業（補充土仮置
場）に伴う土地使用補償
金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

539

筑後川下流白石平野農
業水利事業（補充土仮置
場）に伴う土地使用補償
金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

540

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路工事に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

541

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路工事に伴う土地使
用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

542

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

543
平成22年度職員宿舎建
物賃貸借料　305.74m3(6
戸)　H22.4.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局大野川上流農業
水利事業所長　青
山卓二

熊本県阿蘇郡
産山村大字山
鹿2084-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,240,000 － －
建物の継続する賃貸借契約であり、契
約相手方が特定されるため。

①ロ －

544
平成22年度家屋賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日
有限会社ひま
わり企画

宮崎県児湯郡
高鍋町大字北
高鍋4659

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,320,000 1,320,000 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －



氏名並びにその所
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545
平成22年度家屋賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,344,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

546
平成22年度家屋賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

547
平成22年度家屋賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,920,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

548
平成22年度家屋賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 912,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

549
平成22年度家屋賃貸借
契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,408,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

550
平成22年度会議室等賃
貸借

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局尾鈴農業水
利事業所次長　中
川原茂

宮崎県児湯郡
川单町大字川
单19403-4

平成22年4月1日
大和リ－ス株
式会社　福岡
支店

福岡県福岡市
博多区東比恵
1-4-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,139,480 2,139,480 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

551
平成22年度庁舎土地・建
物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局綾川二期農業水
利事業所長　川杉
直

宮崎県東諸県
郡国富町大字
本庄5509-1

平成22年4月1日
国富町土地開
発公社

宮崎県東諸県
郡国富町大字
本庄4800

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

6,000,000 6,000,000 100.0% －
庁舎の土地･建物の継続する賃貸借で
あり、契約相手が特定されるため

①ロ －

552
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局綾川二期農業水
利事業所長　川杉
直

宮崎県東諸県
郡国富町大字
本庄5509-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,040,000 － －
職員宿舎の継続する賃貸借契約であ
り、契約の相手方が特定されるため

①ロ －

553
平成22年度資料倉庫等
賃貸借契約代金

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局西諸農業水利事
業所長　平林詩朗

宮崎県小林市
堤3020-5

平成22年4月1日
大和リ－ス株
式会社　福岡
支店

福岡県福岡市
博多区東比恵
1-4-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,073,100 1,073,100 100.0% －
建物の継続する賃貸借契約であり、契
約相手方が特定されるため。

①ロ －

554
平成22年度浜ノ瀩支所
建物賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局西諸農業水利事
業所長　平林詩朗

宮崎県小林市
堤3020-5

平成22年4月1日

三井住友ファイ
ナンス＆リース
株式会社　九
州営業部

福岡県福岡市
博多区博多駅
前3-30-23

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

5,292,000 5,292,000 100.0% －
建物の継続する賃貸借契約であり、契
約相手方が特定されるため。

①ロ －

555
平成22年度庁舎敷地賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局西諸農業水利事
業所長　平林詩朗

宮崎県小林市
堤3020-5

平成22年4月1日
社団法人小林
交通安全協会

宮崎県小林市
堤2936

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,056,000 4,056,000 100.0% －
建物の継続する賃貸借契約であり、契
約相手方が特定されるため。

①ロ －

556
平成22年度庁舎敷地賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局都城盆地農業水
利事業所長　中野
實

宮崎県都城市
都北町5225-5

平成22年4月1日 都城市
宮崎県都城市
姫城町6-21

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,847,435 － －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

①ロ －
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557
平成22年度宿舎敷地賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局都城盆地農業水
利事業所長　中野
實

宮崎県都城市
都北町5225-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 854,424 － －
宿舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

558
平成22年度宿舎建物賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局都城盆地農業水
利事業所長　中野
實

宮崎県都城市
都北町5225-5

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,152,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

559
平成22年度倉庫賃貸借
契約
仮設プレバブ1棟

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　塚元
重光

鹿児島県曽於
市財部町单俣
667

平成22年4月1日
日建ハウス工
業株式会社

宮崎県宮崎市
大塚町宮田
2846-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,811,250 － －
継続する建物賃貸借契約であり、契約
の相手方が特定されるため

①ロ －

560
平成22年度庁舎にかか
る土地賃貸借契約
3,624㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　塚元
重光

鹿児島県曽於
市財部町单俣
667

平成22年4月1日
そお鹿児島農
業協同組合

鹿児島県曽於
市大隅町岩川
5591-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,783,008 － －

本件は平成9年度から庁舎敷地として使
用しており当該場所でなければ行政事
務を行うことは不可能であることから場
所が限定され、供給者が特定されるた
め

①ロ －

561
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約
1戸57.33㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　塚元
重光

鹿児島県曽於
市財部町单俣
667

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －
本契約は、職員宿舎の賃貸借を行うも
のであり、物件を解約し新たな物件を探
すことは経費の面で不利であるため

①ロ －

562
平成22年度土地賃貸借
契約（庁舎用地）
使用面積1676.35㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 鹿屋市
鹿児島県鹿屋
市共栄町20-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,244,390 1,244,390 100.0% －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

563
平成22年度土地賃貸借
契約（車庫用地）
使用面積653.00㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 940,320 － －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

564
平成22年度土地賃貸借
契約（駐車場用地）
使用面積707.00㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 848,400 － －
庁舎等敷地のため継続する土地賃貸借
契約であり、契約相手方が特定されるた
め

①ロ －

565

平成22年度土地及び建
物賃貸借契約（高山支
所）
使用面積（土地）810.13
㎡、（建物）365.46㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 肝付町
鹿児島県肝属
郡肝付町新富
98

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,169,694 1,169,694 100.0% －
庁舎等敷地・建物のため継続する土地
及び建物賃貸借契約であり、契約相手
方が特定されるため

①ロ －

566
平成22年度建物賃貸借
契約（37号借上宿舎）
使用面積61.56㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,278,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

567
平成22年度建物賃貸借
契約（38,50号借上宿舎）
使用面積299.25㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,300,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

568
平成22年度建物賃貸借
契約（49号借上宿舎）
使用面積171.00㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日
有限会社ジュ
ン企画

鹿児島県鹿屋
市寿2-1-16

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,980,000 1,980,000 100.0% －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

569
平成22年度建物賃貸借
契約（23号借上宿舎）
使用面積102.98㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,152,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

570
平成22年度建物賃貸借
契約（62号借上宿舎）
使用面積121.00㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,476,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

571
平成22年度建物賃貸借
契約（63号借上宿舎）
使用面積92.22㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,368,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

572

平成22年度建物賃貸借
契約（54、60号借上宿
舎）
使用面積119.70㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,272,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

573

平成22年度建物賃貸借
契約（65、91号借上宿
舎）
使用面積100.84㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,308,000 － －
職員宿舎のため継続する土地賃貸借契
約であり、契約相手方が特定されるため

①ロ －

574
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（米山ハイム）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,600,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手が特定されるため。

①ロ －

575
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（米山第2ハイ
ム）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,160,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

576
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（米山第３ハイ
ム）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,992,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されているた
め。

①ロ －

577
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（サンライズハ
イツ）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,556,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

578
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（福永マンショ
ン）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,320,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －
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579
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（ラ・フォ－レ高
千穂）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,404,000 － －
職員宿舎の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手が特定されるため。

①ロ －

580
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（アイ・ハイツ）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,520,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

581
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（米山ハイム）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,160,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

582
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（ラ･フォ－レ高
千穂）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,404,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されているた
め。

①ロ －

583
平成22年度庁舎敷地賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 天城町長

鹿児島県大島
郡天城町大字
平土野2691－
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,356,000 － －
庁舎敷地の継続する土地賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されているた
め。

①ロ －

584

平成22年度徳之島用水
（一期・二期）農業水利事
業　伊仙町関係受益者
整理委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 伊仙町長
鹿児島県大島
郡伊仙町大字
伊仙1842

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,500,000 － －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －

585

平成22年度徳之島用水
（一期・二期）農業水利事
業　徳之島町関係受益
者整理委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 徳之島町長

鹿児島県大島
郡徳之島町大
字亀津7203番
地

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,190,000 － －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －

586

平成22年度徳之島用水
（一期・二期）農業水利事
業　天城町関係受益者
整理委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 天城町長

鹿児島県大島
郡天城町大字
平土野2691－
1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 6,360,000 － －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －

587
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,680,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

588
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,120,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

589
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,216,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

590
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日
株式会社大坪
運送店

鹿児島県大島
郡和泊町手々
知名618-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,560,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

591
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,260,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

592
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,560,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

593
平成２２年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,980,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

594
沖永良部農業水利事業
所庁舎土地及び建物賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官代理　九州
農政局沖永良部農
業水利事業所　農
林水産事務官　下
津徹

鹿児島県大島
郡知名町知名
85

平成22年4月1日 知名町
鹿児島県大島
郡知名町知名
307

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 8,920,450 － －
土地・建物の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

595
大木町公有地の仮置土
用地の土地賃貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
佐伯和英

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月1日 大木町長
福岡県三潴郡
大木町大字八
町牟田255-1

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,255,520 － －
事業に伴う仮置土用地の継続する賃貸
借契約であり、契約相手方が特定され
るため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

596

筑後川下流左岸農地防
災事業下久末線工事に
伴う建設発生土仮置場
の土地使用補償

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
佐伯和英

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

597
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
佐伯和英

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月1日
株式会社久留
米不動産情報
センター

福岡県久留米
市百年公園1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,491,600 － －
職員宿舎の継続する賃貸借契約であ
り、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

598
平成22年度庁舎土地賃
貸借料

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局佐賀中部農地防
災事業所長　大尾
峰雄

佐賀県佐賀市
兵庫町大字渕
1872

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,076,732 － －
庁舎敷地の土地賃貸借契約を行うもの
であり、契約の相手方が特定されるた
め。

①ロ －

599
平成22年度職員宿舎建
物賃貸借

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局佐賀中部農地防
災事業所長　大尾
峰雄

佐賀県佐賀市
兵庫町大字渕
1872

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 816,000 － －
職員宿舎建物賃貸借契約を行うもので
あり、契約の相手方が特定されるため。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

600

有明海東部海岸保全事
業三池工区堤防改修工
事に伴う土地使用補償
金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日
日本コークス工
業株式会社
九州事務所

福岡県大牟田
市小浜町1-2-
1

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 4,579,320 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

601

有明海東部海岸保全事
業大和工区堤防改修工
事に伴う土地使用補償
金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

602

有明海東部海岸保全事
業大和工区堤防改修工
事に伴う土地使用補償
金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

603

有明海東部海岸保全事
業昭代工区離岸堤根固
石工事その他工事に伴
う土地使用補償金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

604
職員宿舎賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため

①ロ －

605
職員宿舎賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 864,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり契約相手方が特定されるため

①ロ －

606
有明海東部支所土地建
物賃貸借契約
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月1日 みやま市長
福岡県みやま
市瀩高町小川
5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,500,000 － －

本契約は、支所庁舎・土地の賃貸借を
行うものであり、物件を解約し新たな物
件を探すことは経費の面で不利である
ため

①ロ －

607
平成22年度庁舎建物賃
貸借

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局玉名横島海岸保
全事業所長　原田
稔

熊本県玉名市
横島町横島
2081

平成22年4月1日 玉名市
熊本県玉名市
繁根木163

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,312,000 － －
建物の継続する賃貸借契約であり、契
約相手方が特定されるため

①ロ －

608

曽於北部（一期）農業水
利事業大良導水路（2工
区）建設工事に起因する
減水に係る費用負担金

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局曽於北部農業水
利事業所長　塚元
重光

鹿児島県曽於
市財部町单俣
667

平成22年4月2日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

609

平成22年度国営干拓環
境対策調査天狗鼻排水
樋門流量観測堰操作委
託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月5日
小ヶ倉ため池
土地改良区

長崎県諫早市
黒崎町181-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,164,450 2,164,450 100.0% －

排水樋門の操作は、市より操作を管理
受託している、小ヶ倉ため池土地改良
区以外は不可能であり、契約の相手方
が一に限られるため。

①イ（イ） －

610
平成22年度国営干拓環
境対策調査調整池水質
保全対策検討委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月5日 長崎県知事
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,752,000 8,752,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより契約
の相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

611

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区他）工事
に伴う電気工作物移設
等補償金
H22.4.5～H22.5.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月5日
九州電力株式
会社 武雄営業
所

佐賀県武雄市
武雄町大字昭
和776

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,274,554 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

612

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（六角川横断工その
3）工事に伴う土地使用
補償金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

613

平成22年度国営干拓環
境対策調査諫早湾周辺
地域環境保全型農業推
進委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月7日 長崎県知事
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,500,000 8,500,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより契約
の相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －

614

平成22年度国営干拓環
境対策調査水生生物を
活用した調整池水質保
全対策検討委託業務

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局北部九州土地改
良調査管理事務所
長　平岩昌彦

福岡県久留米
市荒木町白口
891-20

平成22年4月9日 長崎県知事
長崎県長崎市
江戸町2-13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,683,620 2,683,620 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより契約
の相手方が一に定められているため。

①イ（ニ） －

615

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（国道207号横断）工
事に伴う電気工作物移
設等補償金
H22.4.9～H22.5.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月9日
九州電力株式
会社　武雄営
業所

佐賀県武雄市
武雄町大字昭
和776

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,716,092 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

616

福富海岸保全事業正面
堤防潮遊池（№61～№
67）改修工事に伴う電気
工作物移設等工事に係
る補償金
一式

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局有明海岸保全事
業所長　下先茂信

佐賀県佐賀市
城内2-10-20

平成22年4月9日
九州電力株式
会社　武雄営
業所

佐賀県武雄市
武雄町大字昭
和776

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 2,497,227 － －

公共事業の施行に伴う電気工作物の移
設等工事の補償に関して契約を行うも
のであり、契約の相手方が特定されるた
め。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

617

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（古川横断工）工事
に伴う土地使用補償金
H22.5.16～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月22日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

618

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（古川横断工）工事
に伴う土地使用補償金
H22.5.16～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月22日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

619

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（古川横断工）工事
に伴う土地使用補償金
H22.5.16～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月22日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

620

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（古川横断工）工事
に伴う土地使用補償金
H22.5.16～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年4月22日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－
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621

曽於北部（一期）農業水
利事業大良導水路（１工
区）建設工事に起因する
農業用水枯渇費用負担

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年4月26日
大峯水利組合
組合長

鹿児島県曽於
市財部町北俣
7164

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 10,663,300 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

622

電気工作物移設等工事
補償金（幹線水路佐賀西
部高域線（川上上流工
区）工事）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　柴
田知広

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年4月30日
九州電力株式
会社　佐賀営
業所

佐賀県佐賀市
神野東2-3-6

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ 1,499,824 － －

本契約は公共事業の施行に伴う電気工
作物の移設等工事の補償に関して契約
を行うものであり、契約の相手方が特定
されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

623
「みんなで豊かな農林漁
業」人権啓発委託契約

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年5月6日 大分県
大分県大分市
大手町3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,076,000 2,076,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められている

①イ（ニ） －

624

肝属中部（一期）農業水
利事業荒瀩ダム建設工
事に係る損失補償契約
立木伐採299本

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年5月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

625

肝属中部（一期）農業水
利事業荒瀩ダム建設工
事に係る損失補償契約
立木伐採1113本

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年5月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

626

肝属中部（一期）農業水
利事業荒瀩ダム建設工
事に係る損失補償契約
価値低下2362㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年5月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

627

肝属中部（一期）農業水
利事業荒瀩ダム建設工
事に係る損失補償契約
価値低下4027㎡

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局肝属中部農業水
利事業所長　廣瀩
峰生

鹿児島県鹿屋
市新川町597

平成22年5月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

628

筑後川下流左岸農地防
災事業昭代6号線（七ッ
家工区）工事に伴う事業
損失補償

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流左岸
農地防災事業所長
佐伯和英

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年5月6日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

629

筑後川下流農業水利事
業佐賀西部導水路付帯
施設（制水弁設備）工事
に伴う土地売買

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流農業
水利事務所長　柴
田知広

福岡県久留米
市津福今町
472-31

平成22年5月10日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
本契約は公共事業の施行に伴う用地取
得に関して契約を行うものであり、契約
の相手方が特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

630
「みんなで豊かな農林漁
業」人権啓発委託契約

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年5月11日 福岡県
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,894,000 1,894,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められている

①イ（ニ） －
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631

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年5月18日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

632

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年5月18日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

633

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年5月18日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

634

筑後川下流白石平野（二
期）農業水利事業山脚導
水路（大町工区・高良川
横断工）工事に伴う土地
使用補償金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年5月18日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

635

都城盆地農業水利事業
五十市ファームポンド敷
地造成工事に起因する
水源枯渇等に伴う簡易
水道施設機能回復費用
負担契約代金

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局都城盆地農業水
利事業所長　中野
實

宮崎県都城市
都北町5225-5

平成22年5月25日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり、契約の相手方
が特定されるため

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

636

筑後川下流白石平野(一
期)農業水利事業白石導
水路(接続水路その1)工
事に伴う土地使用補償
金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

637

筑後川下流白石平野(一
期)農業水利事業白石導
水路(接続水路その1)工
事に伴う土地使用補償
金
H22.6.1～H23.3.31

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局筑後川下流白石
平野農業水利事業
所長　尾川幸彦

佐賀県杵島郡
白石町大字東
郷1612-3

平成22年6月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（用地補
償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関し
て契約を行うものであり契約相手方が
特定されるため。

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

638
平成22年度曽於北部地
区営農計画管理調査委
託事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年6月11日 鹿児島県
鹿児島県鹿児
島市鴨池新町
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,600,000 1,600,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
の相手方が一に定められている

①イ（ニ） －

639
平成22年度有明海福岡
県沖底質環境調査委託
事業

支出負担行為担当
官　九州農政局長
宮本敏久

熊本県熊本市
二の丸1-2

平成22年6月17日 福岡県
福岡県福岡市
博多区東公園
7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

13,000,000 13,000,000 100.0% －
県との取り決め書きにより契約相手方
が一に定められるため

①イ（ニ） －

640
平成22年度佐賀中部農
地防災事業計画変更手
続委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局佐賀中部農地防
災事業所長　大尾
峰雄

佐賀県佐賀市
兵庫町大字渕
1872

平成22年6月28日
佐賀土地改良
区

佐賀県佐賀市
大財3-8-15

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 3,150,000 － －

本業務は、土地改良区が所有し、土地
改良法第２９条第４項の規定により、 組
合員及び事業に利害関係のある者から
閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳
（土地原簿）のデータを用いる 必要があ
り、契約の相手方が法令の規定により
一に定められているため。

①イ（イ） －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

641
平成22年度佐賀中部農
地防災事業分水量実態
調査業務委託事業

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局佐賀中部農地防
災事業所長　大尾
峰雄

佐賀県佐賀市
兵庫町大字渕
1872

平成22年6月28日
佐賀土地改良
区

佐賀県佐賀市
大財3-8-15

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

－ 1,806,000 － －

本業務は、土地改良区が所有し、土地
改良法第２９条第４項の規定により、 組
合員及び事業に利害関係のある者から
閲覧の請求があった場合には、これを
拒んではならないとされている賦課台帳
（土地原簿）のデータを用いる 必要があ
り、契約の相手方が法令の規定により
一に定められているため。

①イ（イ） －

642
ＬＡＮ用パーソナルコン
ピュータ（平成１６年度上
期導入）

支出負担行為担当
官　北海道農政事
務所長　大杉武博
食料安定供給特別
会計支出負担行為
担当官　北海道農
政事務所長　大杉
武博

札幌市中央区
北４条西１７－
１９－６

平成22年4月1日
東京センチュ
リーリース株式
会社

東京都港区浜
松町二丁目４
番１号

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

－ 2,960,496 － －

本契約により調達しようとするパソコン
等は平成２２年３月末をもって賃貸借契
約が満了する賃貸借物品であり、これら
の物品を平成２２年４月１日から平成２
２年９月３０日までの間再リースの契約
締結を行えば、賃貸借料が１/12程度に
なるなど、新規調達を行うより安価に契
約できる。仮に新規調達を行うと賃貸借
期間が短いため賃貸借料が高くなること
が予想されるため、現行の賃貸人であ
る東京センチュリーリース（株）と引続き
契約することが国にとって有利と考えら
れる。

③ロ －

643
成田国際空港旅客ターミ
ナルビル空気調和等需
給料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 12,087,648 － 5

成田国際空港の空気調和などについて
は、施設所有者が施設全体を一括して
して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の
目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

644
成田国際空港ターミナル
ビル受変電施設等使用
料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 7,155,694 － 5

成田国際空港の空気調和などについて
は、施設所有者が施設全体を一括して
して契約している。当所は施設所有者と
契約を行い、供給を受けるため、契約の
目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

645 フライト情報提供料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

- 3,685,500 － 5

成田国際空港(株)が設置するビデオ設
備を使用し、同社からフライト情報の提
供を受けるものであり、契約の目的が競
争を許さない。

①ニ（ヘ） －

646
青森空港旅客ターミナル
ビル国際線賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
青森空港ビル
株式会社

青森市大字大
谷字小谷1-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,035,127 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

647
福島空港国際線ターミナ
ルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
福島空港ビル
株式会社

福島県石川郡
玉川村北須釜
はばき田21

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 880,740 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

648
旭川空港ターミナルビル
賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
旭川空港ビル
株式会社

北海道上川郡
東神楽町東2
線16号98番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,039,411 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

649
函館空港国際線ターミナ
ルビル賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
函館空港ビル
ディング株式会
社

北海道函館市
高松町511

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,020,297 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

650
那覇空港ターミナルビル
賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日

那覇空港ビル
ディング株式会
社

那覇市字鏡水
150

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 3,748,848 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名
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651
成田国際空港单部第２
官庁ビル賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 38,773,344 － 5
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

652
成田国際空港单部第２
官庁ビル管理費

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 11,321,796 － 5

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して管理している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

653
関西国際空港地内官庁
合同庁舎敷地賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 42,288,344 － 4
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

654
関西国際空港地内ＣＩＱ
事務棟敷地賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 8,452,170 － 4
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

655
関西国際空港旅客ターミ
ナルビル管理費及び空
調費

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 2,293,392 － 4

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して管理している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

656
関西国際空港内ＣＩＱ事
務棟舎共益費

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 6,943,356 － 4

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して管理している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

657
関西国際空港内官庁合
同庁舎共益費

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 1,221,900 － 4

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を一括して管理している。当所は
施設所有者と契約を行い、供給を受け
るため、契約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

658
ＣＩＱ庁舎、ＣＩＱ検査施設
及び設備棟用地賃貸借
料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア1丁
目1番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 8,239,737 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

659
中部空港合同庁舎及び
高圧引込開閉器盤用地
賃貸借料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア1丁
目1番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 9,851,753 － －
業務上、当該ビルに入居する必要があ
り、所有者と契約するほかない。

①ロ －

660
ＮＡＣＣＳ(府省共通ポー
タル）利用料

支出負担行為担当
官
横浜植物防疫所長
川口　嘉久

横浜市中区北
仲通5-57

平成22年4月1日

輸出入・港湾
関連情報処理
センター株式
会社

川崎市幸区堀
川町580

会計法第２
９条の３第４
項（法令）

- 3,588,042 － －

電子情報処理組織による輸出入等関連
業務の処理等に関する法律により輸出
入及び港湾・空港手続関係業務の業
務・システムの契約者が一に定められて
いるため

①イ（イ） －
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661
植物防疫広報番組の放
送料

分任支出負担行為
担当官
横浜植物防疫所
成田支所長　齊藤
鈴夫
成田市古込字古込
1-1

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
株式会社メディ
アポート成田

東京都荒川区
東日暮里6丁
目60番10号

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,386,131 － －

成田国際空港内に設置されているグ
リーンポート成田TVについては、（株）メ
ディアポート成田が同TVの放映及び管
理運営を一括して行っている。当所の番
組は同社のTVを利用して当所番組の放
映を行うため契約の目的が競争を許さ
ない。

①ロに準ずるも
の

－

662
成田国際空港第１旅客
ターミナルビル諸設備の
保守業務料

分任支出負担行為
担当官
横浜植物防疫所
成田支所長　齊藤
鈴夫
成田市古込字古込
1-1

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
株式会社成田
エアーポートテ
クノ

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

- 1,536,150 － －

空港ターミナルビルの施設設備にかか
る一括保守管理を行っているのは、空
港保安の関係から（株）成田エアポート
テクノ１社である。当所にかかる諸設備
部分は、空港ビル全体の諸設備と連係
しておりその一部になっているため、同
社の保守を受けることとなる。よって契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

663
成田国際空港第2旅客
ターミナルビル諸設備の
保守業務料

分任支出負担行為
担当官
横浜植物防疫所
成田支所長　齊藤
鈴夫
成田市古込字古込
1-1

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
株式会社成田
エアーポートテ
クノ

成田市古込字
古込1-1

会計法第２
９条の３第４
項、予算決
算及び会計
令第10２条
の４第４号
のイ

－ 1,212,750 － －

空港ターミナルビルの施設設備にかか
る一括保守管理を行っているのは、空
港保安の関係から（株）成田エアポート
テクノ１社である。当所にかかる諸設備
部分は、空港ビル全体の諸設備と連係
しておりその一部になっているため、同
社の保守を受けることとなる。よって契
約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

－

664
新潟空港ターミナルビル
設備運転保守（連名契
約）

分任支出負担行為
担当官横浜植物防
疫所新潟支所長
佐藤粛也

新潟市中央区
竜が島1-5-4

平成22年4月1日
新潟交有事業
株式会社

新潟市東区材
木町１－４６

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

ー 2,930,067 － －

空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ設備の管理については
施設保有者が一括して契約を行ってお
り、運転保守についても、施設保有者と
契約を締結している同社の保守をうける
こととなる。よって契約の目的が競争を
許さない。

①ロ（付随する
もの）

分担契約
契約金額
128,043円

665
富山空港分室建物賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
長
大村　克己

名古屋市港区
入船2-3-12

平成22年4月1日
富山空港タ-ミ
ナルビル株式
会社

富山県富山市
秋ヶ島30番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,409,580 － - 事業用事務室の借り受けであるため ①ロ -

666
静岡空港分室建物賃貸
借料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
長
大村　克己

名古屋市港区
入船2-3-12

平成22年4月1日
富士山静岡空
港株式会社

静岡県牧之原
市坂口3336番
地4

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 4,660,440 － - 事業用事務室の借り受けであるため ①ロ -

667
中部国際空港官民共有
施設維持管理業務料

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
中部空港支所長
吉岡幸太郎

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 6,252,000 － -

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を管理している。当所は施設所
有者と契約を行い供給を受けるため、
契約の目的が競争を許さない。

①ロ

合同庁舎分
担契約（契
約総額
101,896,164
円）

668
中部国際空港ＩＣカード
リーダ等使用契約

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
中部空港支所長
吉岡幸太郎

愛知県常滑市
セントレア1-1

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア1-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,107,085 － -

当該ビルについては、施設所有者が施
設全体を管理している。当所は施設所
有者と契約を行い供給を受けるため、
契約の目的が競争を許さない。

①ロ（付随する
もの）

合同庁舎分
担契約（契
約総額
23,346 ,750
円）

669 高松空港事務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理　神戸
植物防疫所坂出支
所会計係長　松原

香川県坂出市
入船町1-6-10

平成22年4月1日
高松空港ビル
株式会社

香川県高松市
香单町1312-7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,069,356 － -
業務上、当該空港内の事務室に入居が
必要なため

①ロ －
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670 松山空港事務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官代理　神戸
植物防疫所坂出支
所会計係長　松原
良雄

香川県坂出市
入船町1-6-10

平成22年4月1日
松山空港ビル
株式会社

愛媛県松山市
单吉田町2731

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,439,472 － -
業務上、当該空港内の事務室に入居が
必要なため

①ロ －

671 米子空港事務室賃貸借

分任支出負担行為
担当官　神戸植物
防疫所広島支所長
牧口　覚

広島市单区宇
品海岸3-10-
17

平成22年4月1日
米子空港ビル
株式会社

鳥取県境港市
佐斐神町1634

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 832,776 － -
業務上、当該空港内の事務室に入居が
必要なため

①ロ －

672
新北九州空港旅客ターミ
ナルビル等使用料

分任支出負担行為
担当官　門司植物
防疫所長　髙山睦
雄

福岡県北九州
市門司区西海
岸１－３－１０

平成22年4月1日
北九州エアー
ターミナル株式
会社

福岡県北九州
市小倉单区空
港北町６番

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,237,224 － -

空港検疫業務を円滑に行なうために事
務室が必要であることから会計法第29
条の３第４項に基づき随意契約により契
約を締結する。

①ロ －

673
宮崎空港旅客ターミナル
ビル使用料

分任支出負担行為
担当官　門司植物
防疫所長　髙山睦
雄

福岡県北九州
市門司区西海
岸１－３－１０

平成22年4月1日
宮崎空港ビル
株式会社

宮崎県宮崎市
大字赤江２７９
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 915,864 － -

空港検疫業務を円滑に行なうために事
務室が必要であることから会計法第29
条の３第４項に基づき随意契約により契
約を締結する。

①ロ －

674
府省共通ポータル
（NACCS)利用契約

支出負担行為担当
官　動物検疫所長
吉田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日

輸出入・港湾
関連情報処理
センター株式
会社

川崎市幸区堀
川町５８０

会計法第２
９条の３第４
項（法令）

17,440,885 1,744,085 100.0% －

電子情報処理組織による輸出入等関連
業務の処理等に関する法律により輸出
入及び港湾・空港手続関係業務の業
務・システムの契約者が一に定められて
いるため

①イ（イ） －

675 土地賃貸借料
支出負担行為担当
官　動物検疫所長
吉田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日 沖縄県
那覇市泉崎１
－２－２

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

15,340,956 15,340,956 100.0%
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

676
建物賃貸借料（旭川空
港）

支出負担行為担当
官　動物検疫所長
吉田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
旭川空港ビル
株式会社

上川郡東神楽
町東2-16-98

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,045,044 1,045,044 100.0%
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

677
建物賃貸借料（川崎分
室）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
かわさきファズ
株式会社

川崎市川崎区
東扇島６－１０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,726,132 3,726,132 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

678 共益費（川崎分室）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
かわさきファズ
株式会社

川崎市川崎区
東扇島６－１０

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,242,048 1,242,048 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ（付随する
もの）

－

679
土地賃貸借料（官庁合同
庁舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

7,731,746 7,731,746 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

680
土地賃貸借料（ＣＩＱ事務
棟）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

5,933,580 5,933,580 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

681
土地賃貸借料（輸入犬検
疫施設）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

9,902,948 9,902,948 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

682
土地賃貸借料（霊長類及
び特殊動物舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

18,290,814 18,290,814 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

683
土地賃貸借料（中部空
港）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

19,135,373 19,135,373 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －
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684
土地賃貸借料（ＣＩＱ庁
舎）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

9,616,612 9,616,612 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

685
官民共有施設維持管理
費

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,554,756 4,554,756 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ（付随する
もの）

－

686 フライト情報提供料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市木の根
字神台24

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

5,764,500 5,764,500 100.0%

成田国際空港(株)が設置するビデオ設
備を使用し、同社からフライト情報の提
供を受けるものであり、契約の目的が競
争を許さない。

①ニ（ヘ） －

687
ターミナルビル受変電施
設使用料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市木の根
字神台24

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

7,996,689 7,996,689 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ（付随する
もの）

－

688
ターミナルビル空気調和
等需給

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市木の根
字神台24

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

12,483,516 12,483,516 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ（付随する
もの）

－

689
建物賃貸借料（单部貨
物）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市木の根
字神台24

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

11,006,100 11,006,100 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

690
建物賃貸借料（青森空港
分）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
青森空港ビル
株式会社

青森市大字大
谷字小谷１－
５

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,220,259 1,220,259 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

691
動物検疫所ネットワーク
関連機器設置場所の賃
貸借契約

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
株式会社NTT
デ－タ

東京都千代田
区一ツ橋1-1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,356,200 2,356,200 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

692 函館空港事務所

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
函館空港ﾋﾞﾙ株
式会社

函館市高松町
５１１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,094,876 1,094,876 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

693 成田空港内TV放送料

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
株式会社メディ
アポ－ト

東京都台東区
上野１－１2－
2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

3,007,712 3,007,712 100.0%

成田国際空港内に設置されている広報
用ビジョンについては、（株）メディア
ポート成田が放映及び管理運営を一括
して行っている。当所の検疫広報用番
組は同社の設備を利用して放映を行う
ため契約の目的が競争を許さない。

①ロに準ずるも
の

－

694
成田空港内TV放送料
（靴底消毒）

支出負担行為担当
官
動物検疫所長吉田
稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
株式会社メディ
アポ－ト

東京都台東区
上野１－１2－
2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,386,131 1,386,131 100.0%

成田国際空港内に設置されている広報
用ビジョンについては、（株）メディア
ポート成田が放映及び管理運営を一括
して行っている。当所の検疫広報用番
組は同社の設備を利用して放映を行う
ため契約の目的が競争を許さない。

①ロに準ずるも
の

－

695
諸設備保守点検委託契
約（１課）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込1-1

平成22年4月1日
株式会社エア
ポ－トテクノ

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,298,850 1,298,850 100.0%

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約に付随するもの。

①ロ（付随する
もの）

－

696
土地賃貸借料（天浪検疫
場）

支出負担行為担当
官　動物検疫所長
吉田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
成田国際空港
株式会社

成田市木の根
字神台24

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

45,098,350 45,098,350 100.0%
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －
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697
事務所賃貸借料（富士山
静岡空港）

支出負担行為担当
官　動物検疫所長
吉田　稔

横浜市磯子区
原町１１－１

平成22年4月1日
富士山静岡空
港株式会社

静岡県牧之原
市坂口3336-4

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

4,660,440 4,660,440 100.0%
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に限定される賃貸借

①ロ －

698
文献情報データベース
（ＢＩＯＳＩＳ）提供業務　一
式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 10,668,105 － 0

　本データベースは米国Ｏｖｉｄ社を通じ
て提供しているものであり、米国の商習
慣上の年度区分が１～１２月となってお
り、前年度の一般競争入札時に１２月分
のデータベース提供を前提に入札を
行っているため。

①ニ（ヘ） －

699
文献情報データベース
（ＣＡＢ）提供業務　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 7,027,965 － 0

　本データベースは米国Ｏｖｉｄ社を通じ
て提供しているものであり、米国の商習
慣上の年度区分が１～１２月となってお
り、前年度の一般競争入札時に１２月分
のデータベース提供を前提に入札を
行っているため。

①ニ（ヘ） －

700
電子ジャーナル提供業
務　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,076,355 － 0

　本データベースは米国National
Academy of Sciences社を通じて提供し
ているものであり、米国の商習慣上の年
度区分が１～１２月となっており、前年度
の一般競争入札時に１２月分のデータ
ベース提供を前提に入札を行っている
ため。

①ニ（ヘ） －

701
全文データベース提供業
務　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
株式会社紀伊
國屋書店水戸
営業所

茨城県水戸市
单町３－４－５
７

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,756,125 － 0

　本データベースは米国ProQuest
Information and  Learning社が提供して
いるものであり、米国の商習慣上の年
度区分が１～１２月となっており、前年度
の一般競争入札時に１２月分のデータ
ベース提供を前提に入札を行っている
ため。

①ニ（ヘ） －

702
文献情報データベース
（Wos,CCC,JCR)提供業
務　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
ユサコ株式会
社

東京都港区東
麻布２－１７－
１２

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,790,480 － 0

　本データベースはThomson Reuters社
が提供しているものであり、米国の商習
慣上の提供期間の年度区分が３月～翌
年２月となっており、前年度の一般競争
入札時に１２月分のデータベース提供を
前提に入札を行っているため。

①ニ（ヘ） －

703 水道料　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
つくば市水道
部

茨城県つくば
市春日１－８
－３

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ － － 0
供給可能な業者が一に特定されるた
め。 ①ニ（ロ）

長期継続契
約
平成21年度
支払実績
（5,211,360
円）

704
水道料（ポンプステーショ
ン）　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
つくば市水道
部

茨城県つくば
市春日１－８
－３

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ － － 0
供給可能な業者が一に特定されるた
め。 ①ニ（ロ）

長期継続契
約
平成21年度
支払実績
（4,237,863
円）

705 下水道料　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
つくば市水道
部

茨城県つくば
市春日１－８
－３

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ － － 0
供給可能な業者が一に特定されるた
め。 ①ニ（ロ）

長期継続契
約
平成21年度
支払実績
（9,363,526
円）
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706 後納郵便料　一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
郵便事業株式
会社財務部

東京都台東区
蔵前１－３－２
５

会計法第２
９条の３第４
項（後納郵
便）

－ － － 0
郵便法第４条に基づき、契約の相手方
は郵便事業株式会社に限定され競争を
許さないため。

①ニ（ハ）

長期継続契
約
平成21年度
支払実績
（1,538,920
円）

707
官報公告等掲載業務
一式

支出負担行為担当
官農林水産技術会
議事務局筑波事務
所長千葉善行

茨城県つくば
市観音台２－
１－９

平成22年4月1日
独立行政法人
国立印刷局

東京都港区虎
ノ門２－２－４

会計法第２
９条の３第４
項
（官報等の
印刷等）

－ 1行735円他 － 0
官報を発行しているのは、（独）国立印
刷局以外になく、競争を許さないため。

①ハ 卖価契約

708 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 長野県
長野市大字单
長野字幅下
692-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

26,847,000 26,847,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

709 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 京都府
京都市上京区
下立売通新町
西入薮ノ内町

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,042,000 3,041,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

710 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 島根県
松江市殿町1
番地

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

10,564,000 10,562,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

711 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 北海道
札幌市中央区
北3条西6-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

44,991,000 44,991,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

712 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 秋田県
秋田市山王4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

10,186,000 10,186,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

713 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 福島県
福島市杉妻町
2-16

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

9,634,000 9,633,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

714 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 新潟県
新潟市中央区
新光町4-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,486,000 8,486,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

715 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 富山県
富山市新総曲
輪1番7号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,633,000 5,632,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

716 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 福井県
福井市大手3-
17-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,964,000 1,964,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

717 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 山梨県
甲府市丸の内
1-6-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

12,229,000 12,229,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

718 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 三重県 津市広明町13

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,386,000 4,386,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

719 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 岡山県
岡山市内山下
2-4-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

7,720,000 7,720,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －
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720 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 広島県
広島市中区基
町10番52号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,871,000 8,871,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

721 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 山口県
山口市滝町1
番1号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,248,000 5,248,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

722 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 高知県
高知市丸の内
1-2-20

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,589,000 8,589,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

723 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 福岡県
福岡市博多区
東公園7-7

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,121,000 5,121,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

724 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 佐賀県
佐賀市城内1
丁目1-59

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,015,000 3,015,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

725 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月6日 鹿児島県
鹿児島市鴨池
新町10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,890,000 4,890,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

726 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 青森県
青森市長島1-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,918,000 1,918,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

727 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 岩手県
盛岡市内丸
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,518,000 3,518,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

728 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 宮城県
仙台市青葉区
本町3-8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,440,000 2,440,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

729 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 山形県
山形市松波2
丁目8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,400,000 2,400,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

730 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 茨城県
水戸市笠原町
978-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,054,000 4,054,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

731 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 群馬県
前橋市大手町
1-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,481,000 8,472,000 99.8% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

732 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 神奈川県
横浜市中区日
本大通り1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,808,000 3,807,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

733 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 岐阜県
岐阜市薮田单
2-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

6,880,000 6,876,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

734 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 愛知県
名古屋市中区
三の丸3丁目1
番2号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

6,291,000 6,289,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －
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735 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 兵庫県
神戸市中央区
下山手通5-
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

7,841,000 7,841,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

736 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月7日 鳥取県
鳥取市東町1
丁目220

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,077,000 2,077,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

737 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 栃木県
宇都宮市塙田
1-1-20

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,054,000 4,054,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

738 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 埻玉県
さいたま市浦
和区高砂3-
15-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,892,000 2,890,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

739 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 石川県
金沢市鞍月1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,416,000 2,414,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

740 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 静岡県
静岡市追手町
9番6号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

8,340,000 8,340,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

741 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 大阪府
大阪市中央区
大手前2-1-22

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,545,000 2,545,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

742 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 和歌山県
和歌山市小松
原通1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

4,816,000 4,816,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

743 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 愛媛県
松山市一番町
4丁目4-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,200,000 5,200,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

744 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月13日 大分県
大分市大手町
3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

6,144,000 6,144,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

745 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月19日 東京都
新宿区西新宿
2-8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,779,000 1,779,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

746 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月19日 滋賀県
大津市京町4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,771,000 3,770,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

747 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月19日 奈良県
奈良市登大路
町30

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,740,000 3,740,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

748 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月19日 香川県
高松市番町4-
1-10

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,804,000 1,804,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

749 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月19日 熊本県
熊本市水前寺
6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

7,900,000 7,900,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －
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750 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月19日 宮崎県
宮崎市橘通東
2-10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

6,388,000 6,386,000 99.9% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

751 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月21日 千葉県
千葉市中央区
市場町1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,900,000 1,900,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

752 保安林整備事業一式
支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月22日 徳島県
徳島市万代町
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,330,000 5,330,000 100.0% －
法令の規定及び地方公共団体との取り
決めにより、契約相手方が一に定めら
れるもの。

①イ（ニ） －

753
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月19日 愛知県
名古屋市中区
三の丸3丁目1
番2号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,494,000 1,494,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

754
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月20日 岩手県
盛岡市内丸
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,700,000 1,700,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

755
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月20日 秋田県
秋田市山王4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,250,000 2,250,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

756
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月20日 富山県
富山市新総曲
輪1番7号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,968,000 1,968,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

757
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月21日 石川県
金沢市鞍月1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,782,000 1,782,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

758
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月21日 静岡県
静岡市追手町
9番6号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,200,000 2,200,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

759
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月21日 宮崎県
仙台市青葉区
本町3-8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,407,000 1,407,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

760 森林害虫駆除事業委託
支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田泰助

東京都千代田
区霞が関1－2
－1

平成22年5月24日 岩手県
盛岡市内丸
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

11,500,000 11,500,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

761 森林害虫駆除事業委託
支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田泰助

東京都千代田
区霞が関1－2
－1

平成22年5月24日 秋田県
秋田市山王4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

114,840,000 114,840,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

762 森林害虫駆除事業委託
支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田泰助

東京都千代田
区霞が関1－2
－1

平成22年5月24日 山形県
山形市松波2-
8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

16,000,000 16,000,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

763
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月25日 青森県
青森市長島1-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,296,000 1,296,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

764
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月25日 群馬県
前橋市大手町
1-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,363,000 1,363,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －
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765
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月25日 兵庫県
神戸市中央区
下山手通5-
10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,239,000 1,239,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

766
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月26日 北海道
札幌市中央区
北3条西6-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,277,000 3,277,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

767
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月26日 福島県
福島市杉妻町
2-16

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,527,000 2,526,000 99.9% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

768
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月26日 山口県
山口市滝町1
番1号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,044,000 3,044,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

769
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月26日 愛媛県
松山市一番町
4丁目4-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,000,000 2,000,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

770
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月26日 高知県
高知市丸ノ内
1-2-20

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,000,000 3,000,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

771 森林害虫駆除事業委託
支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田泰助

東京都千代田
区霞が関1－2
－1

平成22年5月26日 宮城県
仙台市青葉区
本町3-8-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

11,758,000 11,758,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

772
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 山梨県
甲府市丸の内
1-6-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,336,000 3,336,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

773
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 長野県
長野市大字单
長野字幅下
692-2

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,100,000 5,100,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

774
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 岐阜県
岐阜市藪田单
2-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,639,000 3,639,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

775
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 広島県
広島市中区基
町10番52号

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,150,000 3,150,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

776
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 熊本県
熊本市水前寺
6-18-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,000,000 2,000,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

777
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 大分県
大分市大手町
3-1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,200,000 2,200,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

778
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年5月28日 鹿児島県
鹿児島市鴨池
新町10-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,230,000 3,230,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

779
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田　泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月2日 滋賀県
大津市京町4-
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,140,000 1,140,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －
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780
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田　泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月2日 鳥取県
鳥取市東町1-
220

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,150,000 1,150,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

781
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田　泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月3日 京都府
京都市上京区
下立売通新町
西入藪ノ内町

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,980,000 1,980,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

782
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田　泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月3日 岡山県
岡山市内山下
2-4-6

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

1,606,000 1,606,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

783
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田　泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月3日 徳島県
徳島市万代町
1-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

3,000,000 3,000,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

784
森林吸収源としての里山
天然林情報緊急整備対
策事業

支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田　泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月8日 新潟県
新潟市新光町
4-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

5,250,000 5,250,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められるもの。

①イ（ニ） －

785 営巣木等保全整備事業
支出負担行為担当
官　林野庁長官　島
田泰助

東京都千代田
区霞が関１－
２－１

平成22年6月9日 新潟県
新潟市中央区
新光町4-1

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

31,901,000 31,901,000 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより、契約
相手方が一に定められているもの

①イ（ニ） －

786
林業新聞
137部/週

支出負担行為担当
官
林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
株式会社林業
新聞社 東京支
社

東京都港区新
橋3-16-11

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 6,904,800 － －

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －

787
林材新聞
61部/週

支出負担行為担当
官
林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
株式会社林材
新聞社

東京都江東区
佐賀1-16-3

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 3,660,000 － －

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －

788
会計検査情報
54部/週

支出負担行為担当
官
林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
株式会社官公
庁通信社

東京都千代田
区紀尾井町3-
10

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,041,200 － －

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －

789
林政ニュース
196部/隔週

支出負担行為担当
官
林野庁長官
島田泰助

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
株式会社日本
林業調査会

東京都新宿区
四谷2-8

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,883,552 － －

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため。

①ニ（ヘ） －

790 土地賃貸借料

分任支出負担行為
担当官
胆振東部森林管理
署長
西真

白老郡白老町
日の出町3丁
目4番1号

平成22年4月1日
札幌地方木材
林産協同組合
連合会

札幌市中央区
北4条西5丁目
1番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,460,000 － －
当該場所でなければ事業実行を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ供給者が一に特定されるため。

①ロ －

791
庁舎敷地賃貸借
1,327.09m2

分任支出負担行為
担当官
宮城北部森林管理
署長
飯塚充由

宮城県大崎市
古川東町5-32

平成22年4月1日
大崎市会計管
理者

宮城県大崎市
古川七日町1-
1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,919,540 － －
平成15年に庁舎新築したが、従来から
大崎市と庁舎敷地賃貸借契約を締結し
ている。

①ロ －

792
山形森林管理署庁舎外2
敷地賃借料

分任支出負担行為
担当官
山形森林管理署長
井上康

山形県寒河江
市元町一丁目
17-2

平成22年4月1日 寒河江市
山形県寒河江
市中央一丁目
9-45

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,757,480 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れる賃貸借契約。

①ロ －

793 後納郵便料

支出負担行為担当
官
東北森林管理局長
古久保英嗣

秋田県秋田市
中通5丁目9-
16

平成22年5月24日
郵便事業株式
会社 財務部債
権管理担当

東京都台東区
蔵前1-3-25

会計法第２
９条の３第４
項（後納郵
便）

－ 2,379,240 － －
郵便に関する料金（信書に係るもので
あって料金を後納するもの）

①ニ（ハ） －

794
建物賃貸借
2戸

分任支出負担行為
担当官
日光森林管理署長
北本浩

栃木県日光市
土沢1473-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,560,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －



氏名並びにその所
属する部局の名称

所在地
商号または名

称
住所

契約担当官等

番号 契約名称及び内容 契約締結日

契約の相手方 随意契約に
よることとし
た会計法令
の根拠条文
及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によら
ざるを得ない場
合とした財務大
臣通知上の根

拠区分

備　　考

795
建物賃貸借
1戸

分任支出負担行為
担当官
中越森林管理署長
枝澤修

新潟県单魚沼
市美佐島61-8

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

796
建物賃貸借
1戸

分任支出負担行為
担当官
中越森林管理署長
枝澤修

新潟県单魚沼
市美佐島61-8

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,780,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

797
建物賃貸借
2戸

分任支出負担行為
担当官
中越森林管理署長
枝澤修

新潟県单魚沼
市美佐島61-8

平成22年4月1日
有限会社喜多
和

新潟県長岡市
喜多町648

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,488,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

798
土地賃貸借
庁舎敷1190.58ｍ2

分任支出負担行為
担当官
上越森林管理署長
志間俊弘

新潟県上越市
大字大道福田
字沢田208

平成22年4月1日 上越市
新潟県上越市
木田1-1-3

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 2,635,217 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

799
建物賃貸借
30戸

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
臼杵徳一

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成22年4月1日
有限会社黒岩
商事

群馬県吾妻郡
嬬恋村大字三
原481-7

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 9,360,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

800
建物賃貸借
2戸

支出負担行為担当
官
関東森林管理局長
臼杵徳一

群馬県前橋市
岩神町4-16-
25

平成22年4月1日
有限会社ナガ
イコーポレー
ション

群馬県前橋市
河原町110-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,320,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

801
中信署庁舎借地代
3179.42㎡

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下平敦

長野県松本市
島立1256-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 5,356,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

802 中信3・4号宿舎家賃代

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下平敦

長野県松本市
島立1256-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,608,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

803

森林環境保全整備事業
請負
(白馬山国有林)
60㎥

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下平敦

長野県松本市
島立1256-1

平成22年4月16日 大北森林組合
長野県大町市
大字平10788-
1

会計法第２
９条の３第４
項（秘密随
意契約）

－ 1,197,000 － －

　当該箇所は絶滅危惧種Ⅱ類ｷﾞﾌﾁｮｳの
食草の自生地であり地元自治体等より
植生保護が要請されており、植生保護
のためには、限定された残雪期間内に
同植生の分布状況等の精通者によるき
め細かな作業を実行する必要があるた
め。
また、植生地等を秘匿する必要がある
ため。

③ハ －

804

飯田治山事業所敷及び
公務員宿舎敷土地賃貸
借
958.93㎡

分任支出負担行為
担当官
中部森林管理局伊
那谷総合治山事業
所長

長野県飯田市
座光寺5152-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,112,368 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

805
ＣＯＲＩＮＳ及びＴＥＣＲＩＣ
Ｓ利用契約

支出負担行為担当
官
中部森林管理局長
城土裕

長野県長野市
大字栗田715-
5

平成22年4月1日
財団法人日本
建設情報総合
センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,890,000 － －
企業から登録された工事実績、事務実
績をデータベース化し、情報を提供して
いる者からの提供を受けるもの。

①ニ（ヘ） －

806
常願寺川治山事業所宿
舎賃借料

分任支出負担行為
担当官
富山森林管理署長
阿久津聡

富山県富山市
黒崎字塚田割
591-2

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

807
土地借上
（小田中公務員宿舎敷）

分任支出負担行為
担当官
北信森林管理署長
岡義人

長野県飯山市
大字飯山
1090-1

平成22年4月1日 中野市長
長野県中野市
三好町1-3-19

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,500,554 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －
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808 中信１号宿舎家賃代

分任支出負担行為
担当官
中信森林管理署長
下平敦

長野県松本市
島立1256-1

平成22年4月1日
有限会社サン
シャイン深沢

長野県松本市
島立843

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 840,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

809

王滝地区石油
燃料 ｶﾞｿﾘﾝ6700L
軽油4500L
灯油1400L

分任支出負担行為
担当官
木曽森林管理署署
長

長野県木曽郡
上松町正島町
1-4

平成22年4月1日
有限会社大家
商店 御嶽給油
所

長野県木曽郡
王滝村2721

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

－ 1,587,800 － －
当該事務所からの給油所は１箇所しか
選定できないため。

①ニ（ロ）に準ず
るもの

卖価契約

810
仮事務所賃貸借料
事務室　351.06m2
駐車場　536.47m2

分任支出負担行為
担当官
岐阜森林管理署長
中岡茂

岐阜県下呂市
小坂町大島
1643-2

平成22年6月1日
株式会社シー
テック

愛知県名古屋
市瑞穂区洲雲
町4-45

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,123,500 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

811
不動産賃貸借契約（公務
員宿舎）
（一式）

分任支出負担行為
担当官
兵庫森林管理署長
中島孝雄

兵庫県宍粟市
山崎町今宿
100-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,200,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

812
不動産賃貸借契約（公務
員宿舎）
（一式）

分任支出負担行為
担当官
兵庫森林管理署長
中島孝雄

兵庫県宍粟市
山崎町今宿
100-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,272,000 － －
公務員宿舎として継続使用が必要であ
り、競争を許さないため。

①ロ －

813
鳥取森林管理署庁舎敷
借料
（一式）

分任支出負担行為
担当官
鳥取森林管理署長
塩永博信

鳥取市東町2
丁目325

平成22年4月1日 鳥取県知事
鳥取市東町1-
220

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,258,883 － －
現に使用中の鳥取森林管理署庁舎敷
であり、競争を許さないため。

①ロ －

814
平成22年度コリンズ及び
テクリスの利用契約
（一式）

支出負担行為担当
官
近畿中国森林管理
局長

大阪市北区天
満橋1丁目8-
75

平成22年4月1日
財団法人日本
建設情報総合
センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 1,575,000 － －
本システムは、財団法人日本建設情報
総合センターのみが提供できるため。

①ニ（ヘ） －

815
別保公務員宿舎道路敷
借上代
（一式）

分任支出負担行為
担当官
滋賀森林管理署長
寺田善幸

大津市瀩田3-
40-18

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 960,000 － －
公務員宿舎通路用地として当該地以外
に場所がなく、競争を許さないため。

①ロ －

816
滋賀森林管理署管内猛
禽類調査業務
（一式）

分任支出負担行為
担当官
滋賀森林管理署長
寺田善幸

大津市瀩田3-
40-18

平成22年5月19日
株式会社森林
コンサルタント

東大阪市水走
3-5-2-303

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

－ 1,890,000 － －

猛禽類の営巣活動が確認され、今年度
計画している事業等への影響を早急に
検討することが必要となり、継続観察の
ための緊急な調査が必要なため。

③イ －

817
庁舎等敷地賃貸借（平成
22年度分）

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
三谷靖二

徳島県徳島市
川内町鶴島
239-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,651,860 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

818
庁舎敷地賃貸借（平成22
年度分）

分任支出負担行為
担当官
徳島森林管理署長
三谷靖二

徳島県徳島市
川内町鶴島
239-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,240,704 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

819
土地賃貸借契約（庁舎
敷）
12ヶ月

分任支出負担行為
担当官
長崎森林管理署長
西中美芳

長崎県諫早市
栗面町804-1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 3,000,000 － －
庁舎敷地として借上げており、競争を許
さないため。

①ロ －

820
土地賃貸借契約（事務所
及び宿舎敷）
12ヶ月

分任支出負担行為
担当官
熊本森林管理署長
高信好彦

熊本県菊池市
隇府907

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,880,000 － －
事務所及び宿舎の敷地として借上げて
おり、競争を許さないため。

①ロ －

821
土地賃貸借契約（庁舎敷
及び職員通用路敷）
12ヶ月

分任支出負担行為
担当官
宮崎北部森林管理
署長
中原一則

宮崎県日向市
日知屋17371-
1

平成22年4月1日 宮崎県
宮崎県日向市
大字日知屋字
新開17371-2

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,410,983 － －
庁舎及び通路の敷地として借上げてお
り、競争を許さないため。

①ロ －

822
沖縄森林管理署庁舎賃
貸借契約
面積：284.6ｍ2

分任支出負担行為
担当官
沖縄森林管理署長
平沼孝太

沖縄県那覇市
久米2-5-7

平成22年4月1日 有限会社明星
那覇市久米2-
5-5

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,308,000 － －
当庁舎は、沖縄復帰時から借上げてお
り、競争を許さないため。

①ロ －
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823
土地賃貸借契約（鳥栖森
林事務所敷）
12ヶ月

分任支出負担行為
担当官
佐賀森林管理署長
大倉孝行

佐賀市成章町
2-11

平成22年4月26日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 900,000 － －
森林事務所建物の敷地として借上げて
おり、競争を許さないため。

①ロ －

824

平成22年度CORINS／
TECRIS（工事及び調査
設計業務実績情報提供
システム）の利用
一式

支出負担行為担当
官　水産庁長官　町
田勝弘

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
財団法人日本
建設情報総合
センター

東京都港区赤
坂7-10-20

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

1,575,000 1,575,000 100.0% 6

行政目的を達成するために不可欠な特
定の情報について提供を受けるもので
あり、当該情報を提供することが可能な
者が一に特定されるため

①ニ（ヘ） －

825
清水駐在官事務所事務
室賃貸借料

支出負担行為担当
官　水産庁長官　町
田　勝弘

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日
社団法人日本
海事検定協会

東京都中央区
八丁堀1丁目9
番7号（海事ビ
ル）

予決令第１
０２条の４第
４号（ロ）（有
利随意契
約）

- 2,016,000 － -

現在賃貸契約をしている社団法人日本
海事検定協会清水事業所の当該事務
室賃料には、駐車場（２台）、光熱水料、
警備補償費及び室内清掃料等すべて
盛り込まれ他とくらべても安価であること
に加え、同事業所は、清水税関清水支
所、清水港湾管理局等の関係事務所と
も近く情報収集に適している。また、新
たに当該地以外で契約をかんがえると、
移転経費等必要となる。

③ロ －

826
国家公務員宿舎用敷地
賃貸借料（北海道）

支出負担行為担当
官　水産庁長官　町
田　勝弘

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 北海道
北海道札幌市
中央区北3条
西6丁目

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,726,549 － -
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

①ロ -

827
（独）水産総合研究セン
ター宿舎賃貸借（オアシ
スファミリーⅢがん太）

支出負担行為担当
官　水産庁長官　町
田　勝弘

東京都千代田
区霞が関1-2-
1

平成22年4月1日 大盛善意
沖縄県石垣市
字真栄里49-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 828,000 － －
当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定されるため。

①ロ －

828
和賀中部農業水利事業
所庁舎建物及び駐車場
敷地賃貸借契約

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

仙台市青葉区
本町三丁目3
番1号

平成22年4月1日
岩手中部土地
改良区

岩手県北上市
藤沢１９地割１
２４－６

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

－ 13,860,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

829
米沢平野農業水利事業
所庁舎賃貸借契約

支出負担行為担当
官
東北農政局長
佐藤　憲雄

仙台市青葉区
本町三丁目3
番1号

平成22年4月1日
株式会社金子
レンタル

山形県米沢市
城北２丁目１
－１７

会計法第29
条の3第4項
（賃貸借契
約）

－ 11,844,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能である賃貸借契約であるた
め。

①ロ －

830
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物
(特別管理産業廃棄物)
処理業務

食料安定供給特別
会計
分任支出負担行為
担当官
東北農政局山形農
政事務所長穴井達
也

山形市松波1-
3-7

平成22年5月27日
日本環境安全
事業株式会社
北海道事業所

北海道室蘭市
仲町14-7

会計法第29
条の3第4項
(法令等の規
定)

1,136,200 1,136,200 100.0% －

PCB特別措置法第7条第1項に基づき、
山形県が定める山形県ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ
廃棄物処理計画(平成18年5月)におい
て、契約の相手方で処分することが定
められているため

①イ（イ） －

831

隇戸川農業水利事業
受益面積変動調査業務
福島県須賀川市ほか１
市２町２村
平成22年6月11日から平
成22年12月15日まで

分任支出負担行為
担当官　東北農政
局隇戸川農業水利
事業所長　大羽　泉

福島県西白河
郡矢吹町八幡
町409-1

平成22年6月11日
矢吹原土地改
良区

福島県西白河
郡矢吹町曙町
377

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定）

2,005,500 2,005,500 100.0% －

本委託業務は、土地改良区が所有し、
土地改良法２９条第４項の規定により、
組合員及び事業に利害関係のある者以
外には開示できないこととなっている土
地原簿のデータを用いる必要があり、契
約の相手方が法令の規定により一に定
められているため。

①イ（イ） －

832 西部検査場用地賃貸借

分任支出負担行為
担当官
名古屋植物防疫所
長
大村　克己

名古屋市港区
入船2-3-12

平成22年4月1日
株式会社名古
屋港流通セン
ター

愛知県海部郡
飛島村東浜2-
1-16

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

- 1,728,000 - - 事業用事務室の借り受けであるため ①ロ -
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833

川台山災害復旧調査業
務
宮城県栗原市栗駒沼倉
字川台山国有林4林班内
平成22年5月19日～平成
22年5月28日

分任支出負担行為
担当官
宮城北部森林管理
署長
飯塚充由

宮城県大崎市
古川東町5-32

平成22年5月19日
国土防災技術
株式会社 仙台
支店

宮城県仙台市
若林区清水小
路6番地の1

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,335,600 840,000 62.8% －
4月28日発生豪雤により被災した川台山
の災害復旧のための調査で緊急に契約
しなければならない。

③イ －

834
コリンズ検索提供及びテ
クリス検索提供利用

支出負担行為担当
官
東北森林管理局長
古久保英嗣

秋田県秋田市
中通5丁目9-
16

平成22年6月30日
財団法人日本
建設情報総合
センター

東京都港区赤
坂7丁目10番
20号

会計法第２
９条の３第４
項（特定情
報）

－ 2,228,625 － －

当システムは公共工事等を発注する際
の工事実績等の確認、品質確保のため
の施工監理体制等の確認に不可欠なシ
ステムであり、日本建設情報総合セン
ターが提供する特定のサービスである
ので競争性のない随意契約によらざる
を得ない。

①ニ（ヘ） －

835
槇ヶ原土砂撤去作業請
負
（一式）

分任支出負担行為
担当官
鳥取森林管理署長
塩永博信

鳥取市東町2
丁目325

平成22年5月6日
株式会社井木
組

鳥取県東伯郡
琴浦町赤碕
2000-1

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

－ 966,000 － －
槙ヶ原国有林から崩落した土砂等が水
路内に流入する危険性が極めて高く、
緊急に除去する必要があるため。

③イ －

836
諸設備保守点検委託契
約（２課）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込１－１

平成22年4月1日
株式会社エア
ポ－トテクノ

成田市古込字
古込１－１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,138,200 1,138,200 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

837
建物賃貸借料（茨城空港
分）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所成田支
所長靍我英敏

成田市古込字
古込１－１

平成22年4月1日
茨城県開発公
社

水戸市笠原町
978-25

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,297,500 1,297,500 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

838
土地建物借料（合同庁
舎）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所中部空
港支所長
岩﨑清悦

愛知県常滑市
セントレア１－
１

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

2,252,807 2,252,807 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから場所が限定さ
れ、供給者が一に特定される賃貸借契
約

①ロ －

839
中部国際空港官民共有
施設維持管理費

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所中部空
港支所長
岩﨑清悦

愛知県常滑市
セントレア１－
１

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

7,318,500 7,318,500 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

840
中部国際空港ＩＣカード
リーダ等使用料（中部空
港）

分任支出負担行為
担当官
動物検疫所中部空
港支所長
岩﨑清悦

愛知県常滑市
セントレア１－
１

平成22年4月1日
中部国際空港
株式会社

愛知県常滑市
セントレア１－
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

1,315,453 1,315,453 100.0% －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

841
建物賃貸借料
（高松空港ビル）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
角守孝一

大阪府泉单郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成22年4月1日
高松空港ビル
株式会社

香川県高松市
香单町岡１３１
２－７

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,028,028 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

842
建物賃貸借料
（松山空港ビル）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
角守孝一

大阪府泉单郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成22年4月1日
松山空港ビル
株式会社

愛媛県松山市
单吉田町２７３
１

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,409,448 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

843
共益費（霊長類及び特殊
動物舎）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
角守孝一

大阪府泉单郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 7,967,916 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

844 共益費（犬検疫場）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
角守孝一

大阪府泉单郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,490,316 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

845 共益費（CIQ事務棟）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
角守孝一

大阪府泉单郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 857,808 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－
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846 共益費（貨物検査場）

分任支出負担行為
担当官  動物検疫
所関西空港支所長
角守孝一

大阪府泉单郡
田尻町泉州空
港中１番地

平成22年4月1日
関西国際空港
株式会社

大阪府泉佐野
市泉州空港北
１番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,269,468 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約に伴う経費

①ロ（付随する
もの）

－

847
新北九州空港旅客ターミ
ナルビル等使用料

分任支出負担行為
担当官　動物検疫
所門司支所長　松
尾賢一郎

福岡県北九州
市門司区西海
岸１－３－１０

平成22年4月1日
北九州エアー
ターミナル株式
会社

福岡県北九州
市小倉单区空
港北町６番

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 1,195,440 － -

空港検疫業務を円滑に行なうために事
務室が必要であることから会計法第29
条の３第４項に基づき随意契約により契
約を締結する。

①ロ －

848
宮崎空港旅客ターミナル
ビル使用料

分任支出負担行為
担当官　動物検疫
所門司支所長　松
尾賢一郎

福岡県北九州
市門司区西海
岸１－３－１０

平成22年4月1日
宮崎空港ビル
株式会社

宮崎県宮崎市
大字赤江２７９
番地

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 855,180 － -

空港検疫業務を円滑に行なうために事
務室が必要であることから会計法第29
条の３第４項に基づき随意契約により契
約を締結する。

①ロ －

849

平成22年度佐賀農政事
務所唐津統計・情報セン
ター土地建物賃貸借契
約

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局佐賀農政事務所
長　斉藤泰

佐賀県佐賀市
栄町3-51

平成22年4月1日
唐津農業協同
組合

佐賀県唐津市
浜玉町浜崎
598-1

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 4,800,000 － －

当該場所でなければ行政事務を行うこ
とが不可能であることから、場所が限定
され、供給者が一に特定される賃貸借
契約

①ロ －

850 ガスの供給１式

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局群馬農政事務所
長　江渡　浩

群馬県前橋市
紅雲町1-2-2

平成22年4月1日
東京ガス株式
会社群馬支社

群馬県高崎市
東町134-6

会計法第29
条の12

－ 1,133,733 － － 供給可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ） －

851 電話通信業務

分任支出負担行為
担当官　関東農政
局群馬農政事務所
長　江渡　浩

群馬県前橋市
紅雲町1-2-2

平成22年4月1日
ソフトバンクテ
レコム株式会
社

東京都江東区
新砂1-8-2

会計法第29
条の12

－ 1,360,322 － － 供給可能な業者が一に特定されるため ①ニ（ロ） －

852

船形沢災害普及計画書
（地すべり）作成業務
(長野県伊那市浦国有林
地内）
4/17～4/23
[治山災害調査]

支出負担行為担当
官
中部森林管理局長
城土裕

長野県長野市
大字栗田715-
5

平成22年4月16日
国土防災技術
株式会社 長野
支店

長野県長野市
稲葉826-1

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

1,929,900 1,890,000 97.9% －

平成22年4月1日～2日の局所的集中豪
雤により单信森林管理署管内で地すべ
りが発生し、復旧に係る調査を緊急に行
う必要があるため。

③イ －

853

外山幹線用水路羽茂工
区（その５）工事に伴う水
道管移設補償金
1式

分任支出負担行為
担当官
北陸農政局佐渡農
業水利事業所長
清水洋一

新潟県佐渡市
畑野甲533番
地

平成22年5月19日 佐渡市
新潟県佐渡市
千種232番地

会計法第29
条の3第4項
（用地補償
契約）

－ 759,110 － －

会計法第29条の３第4項(公共事業の施
行に起因し、不可避的に生ずる損害に
関して契約を行うものであり、工事に起
因して損害等を受ける権利者との契約
であり、場所及び契約相手方が特定さ
れるため)

①ロに準ずると
認められるもの
（財務省に個別
に協議し認めら
れたもの）

－

854

一般県道多田皆川金井
線横断暗渠工事
新潟県佐渡市新保皆川・
金井新保地内
平成22年4月5日から平
成23年2月15日

支出負担行為担当
官
北陸農政局長
角田　豊

石川県金沢市
広坂２－２－６
０

平成22年4月5日
新潟県佐渡地
域振興局

新潟県佐渡市
相川二丁目浜
町２０－１

会計法第２
９条の３第４
項（法令等
の規定(ﾆ)）

38,760,000 38,760,000 100.0% －

排水機場の排水管が県道下を横断する
ものであり、工事内容が道路機能上、重
要な施工管理事項であること、完成後
の道路機能については道路管理者が責
任を負うことから道路管理者である新潟
県との随意契約である。

①イ（ニ） －

855
平成22年度職員宿舎賃
貸借契約（サンライズハ
イツ）

分任支出負担行為
担当官　九州農政
局徳之島用水農業
水利事業所長　下
舞寿郎

鹿児島県大島
郡天城町天城
1151－1

平成22年4月1日 個人情報該当 －

会計法第２
９条の３第４
項（賃貸借
契約）

－ 852,000 － －
職員宿舎の継続する建物賃貸借契約で
あり、契約相手方が特定されるため。

①ロ －

856
口蹄疫不活性化濃縮抗
原の購入

支出負担行為担当
官　大臣官房経理
課長　石田　寿

東京都千代田
区霞が関一丁
目２番１号

平成22年6月14日
株式会社イン
ターベット

大阪府大阪市
中央区平野町
２－３－７

会計法第２
９条の３第４
項（緊急随
意契約）

－ 21,000,000 － －
できる限り早期に購入する必要がある
ため

③イ －


